
 議案第１５３号 川崎市福祉センターを廃止する条例の制定について 

議案書：１３ページ

１ 施設の概要

名 称 川崎市福祉センター 

位 置 川崎区日進町５番地１ 

開 設 昭和４９年７月 

構造・規模 鉄筋コンクリート造５階地下１階建 

延べ床面積 ８，５００．４５㎡ 

施 設 機 能 老人福祉センター（日進町老人福祉センター）

こども文化センター（日進町こども文化センター）

盲人図書館

障害者就労支援施設（わーくす日進町）

地域療育センター（南部地域療育センター）

ホール

※ 福祉センター条例上は、こども文化センター及びホールを除き、既に可決・成立した

福祉センター条例の一部改正により、条例から削除されている（未施行）。

２ 廃止理由

福祉センターは、総合福祉施設として、昭和４９年７月に開設されたが、耐震対策の必要

性から、平成２２年３月に策定した川崎市福祉センター再編整備基本計画（以下、「基本計

画」という。）において、平成２５年度末をもって廃止することとしていた。

現在、福祉センターには、老人福祉センター、こども文化センター、盲人図書館、障害者

就労支援施設、地域療育センター、ホールが併設されており、地域療育センターについては

市立川崎高等学校の中高一貫教育校再編整備の中で複合整備され、その他の施設機能につい

ては福祉センターに隣接するグランド等用地に整備中の（仮称）川崎区内複合福祉施設に移

転・再編整備されることとなっているが、それぞれ、新施設への移転の目途が立ったことや、

ホールの利用申し込みが３か月前の予約制となっていることなどを踏まえ、基本計画に基づ

き、平成２６年４月１日を施行日として、福祉センター条例の廃止を行うもの。

なお、地域療育センターの移転・再編整備は平成２６年８月頃、（仮称）川崎区内複合福

祉施設の開設は平成２６年４月１日を予定している。 
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議案第１５４号 川崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準

等に関する条例の制定について 

議案書：１５ページ～３４ページ 

１ 条例制定の背景 

  地方公共団体の自主性及び自立性を高めるための義務付け・枠付けの見直しの一環として、介護保険

法において厚生労働省令で定めることとされていた指定居宅介護支援等の事業の基準等は、厚生労働

省令で定める基準をもとに市町村の条例で定めることとされたため。 

２ 条例案の主な内容（本則４章建て３３箇条及び附則で構成） 

  第１章 総則（第１条～第４条） 

  第２章 人員に関する基準（第５条・第６条） 

  第３章 運営に関する基準（第７条～第３２条） 

  第４章 基準該当居宅介護支援に関する基準（第３３条） 

３ 基準の内容について 

  次のとおり市独自基準を定め、その他の基準は従来の厚生労働省令と同じ内容とする。 

(１)運営規程に於ける重要事項 

指定居宅介護支援事業者が、指定居宅介護支援事業所の運営規程に定めるべき重要事項として、

事故発生時の対応方法等を追加する。【第２１条】 

(２)記録の保存期間 

指定居宅介護支援の提供に関する記録の保存期間を２年間から５年間に延長する。【第３２条】 

４ 参考 

 ・指定居宅介護支援等の事業について 

指定居宅介護支援等の事業は、介護保険法で定める要介護状態となった高齢者等が、可能な限りその

居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるようにするため、適切な

保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるように支援を行うことを目的としている。条例で定め

る基準は、指定居宅介護支援等の事業がその目的を達成するために必要な基準を定めたものであり、指

定居宅介護支援事業者等は、常にその事業の運営の向上に努めなければならないとされている。市内の

指定居宅介護支援事業所数（平成２５年１０月１日現在） ３１１事業所 
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川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 改正後 改正前 

○川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関

する条例 

○川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関

する条例 

平成24年12月14日条例第81号 平成24年12月14日条例第81号

（心身の状況等の把握） （心身の状況等の把握） 

第14条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者

に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議（川崎市指定居

宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例（平成２５年川

崎市条例第１５４号）第１６条第９号に規定するサービス担当者会議をい

う。以下同じ。）等を通じて、利用者の心身の状況、置かれている環境、

他の保健医療サービス及び福祉サービスの利用状況等の把握に努めなけれ

ばならない。 

第14条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者

に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議（指定居宅介護

支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第38号）第

13条第９号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。）等を通じ

て、利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス及び

福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

（準用） （準用） 

第89条 第９条から第14条まで、第16条から第20条まで、第22条、第27条、

第32条から第35条まで、第37条から第41条まで、第56条及び第69条の規定

は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合にお

いて、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士、作業療

法士又は言語聴覚士」と、第９条第１項中「第30条に規定する運営規程」

とあるのは「第87条に規定する規程」と、第14条中「心身の状況」とある

のは「心身の状況、病歴」と、第34条中「運営規程」とあるのは「第87条

に規定する規程」と読み替えるものとする。 

第89条 第９条から第14条まで、第16条から第20条まで、第22条、第27条、

第32条から第35条まで、第37条から第41条まで、第56条及び第69条の規定

は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合にお

いて、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士、作業療

法士又は言語聴覚士」と、第９条第１項中「第30条に規定する運営規程」

とあるのは「第87条に規定する規程」と、第14条中「心身の状況」とある

のは「心身の状況、病歴」と、第34条中「運営規程」とあるのは「第87条

の規定する規程」と読み替えるものとする。 

（設備及び備品等） （設備及び備品等） 

第171条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業を行う者（以下「ユニット

型指定短期入所生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以

下「ユニット型指定短期入所生活介護事業所」という。）の建物（利用者

の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。この項及び次項におい

て同じ。）は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいず

第171条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業を行う者（以下「ユニット

型指定短期入所生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以

下「ユニット型指定短期入所生活介護事業所」という。）の建物（利用者

の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。この項及び次項におい

て同じ。）は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいず
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 改正後 改正前 

れかの要件を満たす２階建て又は平屋建てのユニット型指定短期入所生活

介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。 

れかの要件を満たす２階建て又は平屋建てのユニット型指定短期入所生活

介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。 

(１)～（２）略  (１)～（２）略 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 第148条第２項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホーム（川

崎市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平成24年川

崎市条例第75号）第33条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。

以下同じ。）の場合にあっては、第３項及び第７項第１号の規定にかかわ

らず、ユニット型特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有するこ

とをもって足りるものとする。 

５ 第148条第２項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホーム（川

崎市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平成24年川

崎市条例75号）第33条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。

以下同じ。）の場合にあっては、第３項及び第７項第１号の規定にかかわ

らず、ユニット型特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有するこ

とをもって足りるものとする。 

６～８ 略 ６～８ 略 
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川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 改正後 改正前 

○川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等

に関する条例 

○川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等

に関する条例 

平成24年12月14日条例第82号 平成24年12月14日条例第82号

目次 目次 

第１章 総則（第１条～第４条） 第１章 総則（第１条～第４条） 

第２章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 第２章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

第１節 基本方針等（第５条・第６条） 第１節 基本方針等（第５条・第６条） 

第２節 人員に関する基準（第７条・第８条） 第２節 人員に関する基準（第７条・第８条） 

第３節 設備に関する基準（第９条） 第３節 設備に関する基準（第９条） 

第４節 運営に関する基準（第10条～第43条） 第４節 運営に関する基準（第10条～第43条） 

第５節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運営

に関する基準の特例（第44条・第45条） 

第５節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運営

に関する基準（第44条・第45条） 

第３章～第９章 略 第３章～第９章 略 

附則 附則 

（心身の状況等の把握） （心身の状況等の把握） 

第15条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、計画作成責任者による利用

者との面接によるほか、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサー

ビス担当者会議（川崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準

等に関する条例（平成２５年川崎市条例第１５４号。以下「指定居宅介護

支援等基準条例」という。）第１６条第９号に規定するサービス担当者会

議をいう。以下この節及び第68条において同じ。）等を通じて、利用者の

心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス及び福祉サー

ビスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

第15条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、計画作成責任者による利用

者との面接によるほか、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサー

ビス担当者会議（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

（平成11年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準省令」という。）

第13条第９号に規定するサービス担当者会議をいう。以下この節及び第68

条において同じ。）等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている

環境、他の保健医療サービス及び福祉サービスの利用状況等の把握に努め

なければならない。 

（訪問介護員等の員数） （訪問介護員等の員数） 

第48条 指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者（以下「指定夜間対応型訪第48条 指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者（以下「指定夜間対応型訪
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 改正後 改正前 

問介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定夜間対応

型訪問介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以下「夜間対応型

訪問介護従業者」という。）及びその員数は、次のとおりとする。ただし、

前条第２項ただし書の規定に基づきオペレーションセンターを設置しない

場合においては、オペレーションセンター従業者を置かないことができる。

問介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定夜間対応

型訪問介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以下「夜間対応型

訪問介護従業者」という。）及びその員数は、次のとおりとする。ただし、

前条第２項ただし書の規定に基づきオペレーションセンターを設置しない

場合においては、オペレーションセンター従業者を置かないことができる。

(１) 略  (１) 略  

(２) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 交通事情、訪問頻度等を勘

案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な員数以

上 

(２) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 交通事情、訪問頻度等を勘

案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な員数以

上。

(３) 略 (３)略 

２ 略 ２ 略 

（居宅サービス計画の作成） （居宅サービス計画の作成） 

第94条 指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員（第

83条第12項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては研修修了者。以下この条にお

いて同じ。）に、登録者の居宅サービス計画の作成に関する業務を担当さ

せなければならない。 

第94条 指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員（第

83条第12項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては研修修了者。以下この条にお

いて同じ。）に、登録者の居宅サービス計画の作成に関する業務を担当さ

せなければならない。 

２ 介護支援専門員は、前項に規定する居宅サービス計画の作成に当たって

は、指定居宅介護支援等基準条例第１６条各号に掲げる具体的取扱方針に

沿って行わなければならない。 

２ 介護支援専門員は、前項に規定する居宅サービス計画の作成に当たって

は、指定居宅介護支援等基準省令第13条各号に掲げる具体的取扱方針に沿

って行わなければならない。 

（準用） （準用） 

第204条 第10条から第14条まで、第21条、第23条、第29条、第35条から第39

条まで、第41条、第42条、第73条、第75条、第78条、第88条から第91条ま

で、第94条から第96条まで、第98条、第99条及び第101条から第107条まで

の規定は、指定複合型サービスの事業について準用する。この場合におい

て、第10条第１項中「第32条に規定する運営規程」とあるのは「第204条に

おいて準用する第101条に規定する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者」とあるのは「複合型サービス従業者」と、第14条第１項

第204条 第10条から第14条まで、第21条、第23条、第29条、第35条から第39

条まで、第41条、第42条、第73条、第75条、第78条、第88条から第91条ま

で、第94条から第96条まで、第98条、第99条及び第101条から第107条の規

定は、指定複合型サービスの事業について準用する。この場合において、

第10条第１項中「第32条に規定する運営規程」とあるのは「第204条におい

て準用する第101条に規定する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「複合型サービス従業者」と、第14条第１項中「指
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 改正後 改正前 

中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し」とある

のは「利用に際し」と、同条第２項中「指定居宅介護支援が利用者に対し

て行われていない等の場合であって必要と認めるときは、当該利用者が受

けている要介護認定」とあるのは「当該利用者が受けている要介護認定」

と、第35条中「運営規程」とあるのは「第204条において準用する第101条

に規定する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあ

るのは「複合型サービス従業者」と、第73条中「この節」とあるのは「第

９章第４節」と、第75条第３項中「認知症対応型通所介護従業者」とあり、

並びに第90条及び第98条第２項中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあ

るのは「複合型サービス従業者」と、第106条第１項中「小規模多機能型居

宅介護について知見を有する者」とあるのは「指定複合型サービスについ

て知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の

活動状況」とあるのは「活動状況」と、第107条中「第83条第６項各号」と

あるのは「第193条第７項各号」と読み替えるものとする。 

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し」とあるのは「利

用に際し」と、同条第２項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われ

ていない等の場合であって必要と認めるときは、当該利用者が受けている

要介護認定」とあるのは「当該利用者が受けている要介護認定」と、第35

条中「運営規程」とあるのは「第204条において準用する第101条に規定す

る規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「複

合型サービス従業者」と、第73条中「この節」とあるのは「第９章第４節」

と、第75条第３項中「認知症対応型通所介護従業者」とあり、並びに第90

条及び第98条第２項中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「複

合型サービス従業者」と、第106条第１項中「小規模多機能型居宅介護につ

いて知見を有する者」とあるのは「指定複合型サービスについて知見を有

する者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」

とあるのは「活動状況」と、第107条中「第83条第６項各号」とあるのは「第

193条第７項各号」と読み替えるものとする。 



議案第１５５号 川崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに

指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法の基準等に関する条例の制定について 

議案書：３５ページ～５８ページ 

１ 条例制定の背景 

  地方公共団体の自主性及び自立性を高めるための義務付け・枠付けの見直しの一環として、介護保険

法において厚生労働省令で定めることとされていた指定介護予防支援等の事業の基準等は、厚生労働

省令で定める基準をもとに市町村の条例で定めることとされたため。 

２ 条例案の主な内容（本則５章建て３５箇条及び附則で構成） 

  第１章 総則（第１条～第４条） 

  第２章 人員に関する基準（第５条・第６条） 

  第３章 運営に関する基準（第７条～第３１条） 

  第４章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第３２条～第３４条） 

  第５章 基準該当介護予防支援に関する基準（第３５条） 

３ 基準の内容について 

  次のとおり市独自基準を定め、その他の基準は従来の厚生労働省令と同じ内容とする。 

(１) 運営規程に於ける重要事項 

指定介護予防支援事業者が、指定介護予防支援事業所の運営規程に定めるべき重要事項として、

事故発生時の対応方法等を追加する。【第２０条】 

(２) 記録の保存期間 

指定介護予防支援の提供に関する記録の保存期間を２年間から５年間に延長する。【第３１条】 

４ 参考 

 ・指定介護予防支援等の事業について 

指定介護予防支援等の事業は、介護保険法で定める要支援状態となった高齢者等が、可能な限りそ

の居宅において、自立した日常生活を営むことができるようにするため、適切な保健医療サービス及

び福祉サービスが提供されるように支援を行うことを目的としている。条例で定める基準は、指定介

護予防支援等の事業がその目的を達成するために必要な基準を定めたものであり、指定介護予防支援

事業者等は、常にその事業の運営の向上に努めなければならないとされている。市内の指定介護予防

支援事業所数（平成２５年１０月１日現在） ４９事業所 

資料４
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川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する

条例新旧対照表 

 改正後 改正前 

○川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指

定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基

準等に関する条例 

○川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指

定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基

準等に関する条例 

平成24年12月14日条例第83号 平成24年12月14日条例第83号

（訪問介護員等の員数） （訪問介護員等の員数） 

第６条 指定介護予防訪問介護の事業を行う者（以下「指定介護予防訪問介

護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防訪問

介護事業所」という。）ごとに置くべき訪問介護員等（指定介護予防訪問

介護の提供に当たる介護福祉士又は介護保険法施行令（平成10年政令第412

号。以下「施行令」という。）第３条第１項に規定する者をいう。以下こ

の節から第５節までにおいて同じ。）の員数は、常勤換算方法で、2.5人以

上とする。 

２～３ 略 

第６条 指定介護予防訪問介護の事業を行う者（以下「指定介護予防訪問介

護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防訪問

介護事業所」という。）ごとに置くべき訪問介護員等（指定介護予防訪問

介護の提供に当たる介護福祉士又は介護保険法施行令（平成10年政令第412

号。以下「施行令」という。）第３条第１項に規定する者をいう。以下こ

の節から第５節までにおいて同じ。）の員数は、常勤換算方法で、2.5人以

上とする。 

２～３ 略 

４ 第２項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他指定介護予防サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令

第35号。以下「基準省令」という。）第５条第４項に規定する厚生労働大

臣が定める者であって、専ら指定介護予防訪問介護の職務に従事するもの

をもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防訪

問介護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所（川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営の基準等に関する条例（平成24年川崎市条例第82号。以下「指

定地域密着型サービス基準条例」という。）第７条第１項に規定する指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。）又は指定

夜間対応型訪問介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第48条第１

４ 第２項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他指定介護予防サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令

第35号。以下「基準省令」という。）第５条第４項に規定する厚生労働大

臣が定める者であって、専ら指定介護予防訪問介護の職務に従事するもの

をもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防訪

問介護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所（川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成24年川崎市条例第82号。

以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。）第７条第１項に規定

する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。）

又は指定夜間対応型訪問介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第

資料５
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 改正後 改正前 

項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。）の職務に従事する

ことができる。 

５ 略 

48条第１項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。）の職務に

従事することができる。 

（心身の状況等の把握） （心身の状況等の把握） 

第14条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供に当

たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会

議（川崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例

（平成25年川崎市条例第１５５号。以下「指定介護予防支援等基準条例」

という。）第３３条第９号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同

じ。）等を通じて、利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医

療サービス及び福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならな

い。 

第14条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供に当

たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会

議（指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生

労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準省令」という。）第30条

第９号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。）等を通じて、

利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス及び福祉

サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

（苦情への対応等） （苦情への対応等） 

第35条 指定介護予防訪問介護事業者は、提供した指定介護予防訪問介護

に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、

苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければな

らない。 

第35条 指定介護予防訪問介護事業者は、提供した指定介護予防訪問介護

に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、

苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければな

らない。 

２ 略 ２ 略 

３ 指定介護予防訪問介護事業者は、提供した指定介護予防訪問介護に関

し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは

提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利

用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村か

ら指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要

な改善を行わなければならない。 

３ 指定介護予防訪問介護事業者は、提供した指定介護予防訪問介護に関

し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは

提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利

用者からの苦情に関して当該市町村が行う調査に協力するとともに、当該

市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従

って必要な改善を行わなければならない。 

４～６ 略 ４～６ 略 

（指定介護予防訪問介護の提供に当たっての留意点） （指定介護予防訪問介護の提供に当たっての留意点） 

第42条 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、介護予防の効果を最大第42条 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、介護予防の効果を最大
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 改正後 改正前 

限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。 限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(１) 指定介護予防訪問介護事業者は、サービスの提供に当たり、介護予

防支援におけるアセスメント（指定介護予防支援等基準条例第３３条第

７号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。）において把握された

課題、指定介護予防訪問介護の提供による当該課題に係る改善状況等を

踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。 

（２） 略 

(１) 指定介護予防訪問介護事業者は、サービスの提供に当たり、介護予

防支援におけるアセスメント（指定介護予防支援等基準省令第３０条第

７号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。）において把握された

課題、指定介護予防訪問介護の提供による当該課題に係る改善状況等を

踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。 

第３節 設備に関する基準 第３節 設備に関する基準 

第100条 指定介護予防通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談

室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設

備並びに指定介護予防通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を

備えなければならない。 

第100条 指定介護予防通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談

室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設

備並びに指定介護予防通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を

備えなければならない。 

２ 前項に規定する設備のうち、次の各号に掲げる設備の基準は、それぞれ

当該各号に定めるとおりとする。 

３～４ 略 

２ 前項に規定する設備のうち、次の各号に掲げる設備の基準は、それぞれ

当該各号に定めるとする。 

第116条 基準該当介護予防通所介護事業所には、食事を行う場所、機能訓練

を行う場所、静養のための場所、生活相談のための場所及び事務連絡のた

めの場所を確保するとともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な

設備並びに基準該当介護予防通所介護の提供に必要なその他の設備及び備

品等を備えなければならない。 

第116条 基準該当介護予防通所介護事業所には、食事を行う場所、機能訓練

を行う場所、静養のための場所、生活相談のための場所及び事務連絡のた

めの場所を確保するとともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な

設備並びに基準該当介護予防通所介護の提供に必要なその他の設備及び備

品等を備えなければならない。 

２ 前項に規定する設備のうち、次の各号に掲げる設備の基準は、それぞれ

当該各号に定めるとおりとする。 

２ 前項に規定する設備のうち、次の各号に掲げる設備の基準は、それぞれ

当該各号に定めるとする。 

第194条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者（以下

「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。）が当該事

業を行う事業所（以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所」

という。）の設備に関する基準は、次のとおりとする。 

（１）～（４） 略 

第194条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者（以下

「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。）が当該事

業を行う事業所（以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所」

という。）の設備に関する基準は、次のとおりとする。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者が、ユニット型指定短２ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者が、ユニット型指定短
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 改正後 改正前 

期入所療養介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第207条第１項に規定

するユニット型指定短期入所療養介護事業者をいう。）の指定を併せて受

け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型

指定短期入所療養介護の事業（指定居宅サービス等基準条例第205条に規定

するユニット型指定短期入所療養介護の事業をいう。）とが同一の事業所

において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基

準条例第207条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、

前項に規定する基準を満たしているものとみなす。 

期入所療養介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第207条に規定するユ

ニット型指定短期入所療養介護事業者をいう。）の指定を併せて受け、か

つ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短

期入所療養介護の事業（指定居宅サービス等基準条例第205条第１項に規定

するユニット型指定短期入所療養介護の事業をいう。）とが同一の事業所

において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基

準条例第207条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、

前項に規定する基準を満たしているものとみなす。 

（準用） （準用） 

第265条 第９条から第15条まで、第17条から第19条まで、第24条、第30条、

第32条から第38条まで、第54条、第104条第１項及び第２項、第245条から

第247条まで並びに第249条の規定は、指定特定介護予防福祉用具販売の事

業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第27条」とあ

るのは「第265条において準用する第245条」と、「訪問介護員等」とある

のは「福祉用具専門相談員」と、第11条中「以下同じ。）」とあるのは「以

下同じ。）、取り扱う特定介護予防福祉用具の種目」と、第15条第２項中

「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第19条中「訪問介

護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは

「利用者」と、第104条第２項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、

第245条第４号及び第249条第２項中「利用料」とあるのは「販売費用の額」

と、第246条、第247条及び第249条第２項中「福祉用具」とあるのは「特定

介護予防福祉用具」と読み替えるものとする。 

第265条 第９条から第15条まで、第17条から第19条まで、第24条、第30条、

第32条から第38条まで、第54条、第104条第１項及び第２項、第245条から

第247条まで並びに第249条の規定は、指定特定介護予防福祉用具販売の事

業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第27条」とあ

るのは「第265条において準用する第245条」と、「訪問介護員等」とある

のは「福祉用具専門相談員」と、第11条中「以下同じ。）」とあるのは「以

下同じ。）、取り扱う特定介護予防福祉用具の種目」と、第15条第２項中

「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第19条中「訪問介

護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは

「利用者」と、第104条第２項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、

第245条第４号及び第249号第２項中「利用料」とあるのは「販売費用の額」

と、第246条、第247条及び第249条第２項中「福祉用具」とあるのは「特定

介護予防福祉用具」と読み替えるものとする。 
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川崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法の基準等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 改正後 改正前 

○川崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法の基準等に関する条例 

○川崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法の基準等に関する条例 

平成24年12月14日条例第84号 平成24年12月14日条例第84号

（心身の状況等の把握） （心身の状況等の把握） 

第17条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症

対応型通所介護の提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が

開催するサービス担当者会議（川崎市指定介護予防支援等の事業の人員及

び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法の基準等に関する条例（平成２５年川崎市条例第１５５号。以下「指

定介護予防支援等基準条例」という。）第３３条第９号に規定するサービ

ス担当者会議をいう。以下この章において同じ。）等を通じて、利用者の

心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス及び福祉サー

ビスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

第17条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症

対応型通所介護の提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が

開催するサービス担当者会議（指定介護予防支援等の事業の人員及び運営

並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準（平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基

準省令」という。）第30条第９号に規定するサービス担当者会議をいう。

以下この章において同じ。）等を通じて、利用者の心身の状況、その置か

れている環境、他の保健医療サービス及び福祉サービスの利用状況等の把

握に努めなければならない。 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針） （指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針） 

第69条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の方針は、第45条に規定する

基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところに

よるものとする。 

第69条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の方針は、第45条に規定する

基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところに

よるものとする。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 介護支援専門員は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及

び希望を踏まえて、指定介護予防支援等基準条例第３３条各号に掲げる

具体的取扱方針及び指定介護予防支援等基準条例第３４条各号に掲げる

留意点に沿って、指定介護予防サービス等の利用に係る計画を作成する

ものとする。 

(２) 介護支援専門員は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及

び希望を踏まえて、指定介護予防支援等基準省令第30条各号に掲げる具

体的取扱方針及び指定介護予防支援等基準省令第31条各号に掲げる留意

点に沿って、指定介護予防サービス等の利用に係る計画を作成するもの

とする。 

(３)～(15) 略 (３)～(15) 略 
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介護保険法に基づく居宅介護支援等の運営基準の条例制定 

に対するパブリックコメント手続きの実施結果について 

１ 概要 

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（平成２

５年法律第４４号 第３次一括法）が制定され関係法律の整備が行われました。

  これらを受け、介護保険法においてこれまで全国一律に厚生労働省令で定められてきた居宅介護支援等の運

営基準について、地方自治体が条例で定めることとなりました。この条例の制定に向けて、パブリックコメン

トの手続きにより、市民の皆様から御意見を募集いたしましたので、結果を公表します。

  その結果、３通（意見総数４件）の御意見をいただきました。御意見の内容とそれに対する市の考え方を次

のとおり公表いたします。

２ 意見募集の概要

題   名 介護保険法に基づく居宅介護支援等の運営基準の条例制定について

意見の募集期間 平成２５年９月３０日（月）～平成２５年１０月２９日（火）まで

意見の提出方法 電子メール、ＦＡＸ、郵送、持参

募集の周知方法

・本市ホームページ

・情報プラザ（市役所第３庁舎２階）

・各区役所（市政資料コーナー）

・市政だより

・健康福祉局長寿社会部介護保険課（市役所第３庁舎６階）

結果の公表方法

・本市ホームページ

・情報プラザ（市役所第３庁舎２階）

・各区役所（市政資料コーナー）

・健康福祉局長寿社会部介護保険課（市役所第３庁舎６階）

３ 結果の概要 

意見提出数（意見件数） ３通（ ４件）

電子メール ０通（ ０件）

ＦＡＸ ３通（ ４件）

郵送 ０通（ ０件）

持参 ０通（ ０件）

資料６
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４ 御意見の内容と対応 

パブリックコメントの結果、介護保険法に基づく居宅介護支援等の運営基準の条例制定に関する御意見をい

ただきました。これらの御意見につきましては、条例の制定及び条例の運用のうえで参考とさせていただき、

介護保険法等に基づく居宅介護支援等の運営基準の条例制定の手続きを進めます。

【御意見に対する市の考え方の区分説明】

Ａ 御意見を踏まえ、条例制定の考え方に反映させたもの

Ｂ 条例制定の考え方の趣旨に沿った意見であるもの

Ｃ 趣旨を踏まえ、今後検討するもの

Ｄ 介護保険施策に対する御意見・御要望であり、条例制定の考え方を説明・確認するもの

Ｅ その他

【御意見の件数と対応区分】

項目
件

数

市の考え方の区分

A B C D E 

居宅介護支援等

の事業について

・サービス担当者会議における利用者の権利･

利益保護について
1  1    

・個別的事案に介入する後見的な機関の設立に

ついて
1     1 

介護予防支援等

の事業について

・介護予防支援の福祉用具貸与におけるサービ

ス担当者会議の開催について
1  1    

居宅介護支援・

介護予防支援等

の事業について

・軽度者に対する福祉用具貸与にかかる確認に

ついて
1     1 

合  計（件数） 4  2   2 
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具体的な御意見の内容と市の考え方【詳細】

№ 意見の概要 件数 市の考え方 対応

居宅介護支援等の事業について

1 

サービス担当者会議において、

利用者の権利･利益を保護するた

めの具体的な基準を定めるか、居

宅介護支援事業所にサービス担

当者会議における利用者の権利

についての規定を設けさせ、利用

者にその内容を交付させるよう

定めてほしい。

1 件

より効果的な居宅サービス計画を作成するために

各サービスの情報共有や意見調整を図ることを目的

として開催されるサービス担当者会議は、利用者や

家族、サービス計画作成者、各サービス担当者等で

構成されるもので、これまで基準省令で明文化され

ていなかった利用者の参加につきましても、平成２

５年９月１３日の基準省令の改正により、サービス

担当者会議を定めた条文の中に「利用者及びその家

族の参加を基本としつつ、」と加えられています。

川崎市においても、改正後の基準省令に基づき、

条例を制定してまいります。

Ｂ

2 

利用者の後見的な立場に立っ

て、居宅介護支援事業所との間に

生じたトラブルに介入し、指導す

る機関を設立してほしい。
1 件

今回の条例制定の中に、居宅介護支援事業所を指

導する機関の設立に関する事項は含まれておりませ

ん。

しかしながら、利用者の権利擁護と介護サービス

の質の向上のため、居宅介護支援事業所等の介護保

険関連事業者に対して必要な指導及び助言を行う機

関として、介護保険法に国民健康保険団体連合会が

定められております。

Ｅ

介護予防支援等の事業について

3 

介護予防支援における福祉用

具貸与について、居宅介護支援以

上に自立支援を位置づける福祉

用具が多く、継続を行うことで利

用者の生活の質の向上及び自立

支援を行っている現状から、６ヶ

月に１回のサービス担当者会議

の開催は必要ないのではないか。

1 件

介護予防支援における福祉用具貸与につきまして

は、平成２０年９月１日の基準省令の改正により、

サービス担当者会議の開催時期が「少なくとも６ヶ

月に１回」から「必要に応じて随時」に変更されて

います。

川崎市においても、改正後の基準省令に基づき、

条例を制定してまいります。

Ｂ

居宅介護支援・介護予防支援等の事業について

4 

軽度者に対する福祉用具貸与

にかかる確認について、介護保険

申請時にガン末期と診断されて

いる利用者の場合は、特殊寝台、

特殊寝台利用付属品、床ずれ防止

用具が区の確認なしでレンタル

できるようにしてほしい。

1 件

今回の条例制定の中に、軽度者に対する福祉用具

貸与にかかる確認に関する事項は含まれておりませ

ん。

なお、ご意見の内容につきましては、「指定居宅サ

ービスに要する費用の額の算定に関する基準」等に

定められており、国からの権限移譲の対象となって

いないため、今後も引き続き厚生労働省告示により

定められることとなります。

Ｅ



議案第１８１号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 川崎市葬祭場（かわさき南部斎苑及びかわさき北部斎苑） 

(2) 所在地 かわさき南部斎苑：川崎市川崎区夜光３丁目２番７号 

かわさき北部斎苑：川崎市高津区下作延６丁目１８番１号 

(3) 設置条例 川崎市葬祭条例 

(4) 設置目的 市民福祉の向上を図るため、葬祭場（かわさき南部斎苑及びかわさ

き北部斎苑）を設置する。 

(5) 施設の事業内容 火葬に関する業務及び葬祭に関する業務 

(6) 現在の管理者 川崎市保健衛生事業団・富士・高砂共同体 

(7) 現在の管理運営費 ３億３，５５４万８，２７３円（過去４年間の平均年額） 

２ 指定管理者となる団体の概要 

名 称 川崎市シルバー人材センター・富士建設工業共同体 

代表者 公益財団法人 川崎市シルバー人材センター 

    理事長 中嶋信夫 

構成員：富士建設工業株式会社 

    代表取締役 鳴海利彦 

所 在 地 川崎市川崎区日進町５番地１ 

代 表 者 公益財団法人 川崎市シルバー人材センター 

所 在 地 川崎市川崎区日進町５番地１ 

代 表 者 名 理事長 中嶋信夫 

設立年月日 平成２４年４月１日（旧財団の設立年月日 昭和５５年８月１日） 

総 資 産 額 ４億１，５６７万３，３８４円 

職 員 数 １９人 

設 立 目 的 健康で働く意欲を持つ定年退職者等の高年齢者（以下「高齢者」という。）

の希望に応じた臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務（高年齢者

等の雇用の安定等に関する法律第４１条第１項に規定するものをいう。以下

同じ。）に係る就業機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供する

こと等により、高齢者の生きがいの充実、福祉の増進並びに社会参加の推進

を図り、もって高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与する

とともに、あわせて市民サービスの向上に寄与することを目的とする。 

事 業 概 要 
（平成２４年度） 

(1)雇用によるもの以外の臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務

に係る就業を希望する高齢者のための就業機会の確保及び提供 

(2)臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る雇用

による就業を希望する高齢者のための職業紹介事業又は一般労働者派遣

事業 

(3)高齢者に対する就業等に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習の

実施 

(4)高齢者の生きがいの充実、福祉の増進及び社会参加の推進を図るために必

要な事業 

(5)その他、高齢者の多様な就業機会の確保及び地域社会、企業等における高

齢者の能力の活用を図るために必要な事業 

資料７



決 算 
（平成２４年度） 

経常収益計(1)            １，２５０，３０５，５０９円 

経常費用計(2)            １，２３９，３４２，２９８円 

当期経常増減額(3)=(1)-(2)         １０，９６３，２１１円 

経常外収益計(4)                       ０円 

経常外費用計(5)                 ２８０，０００円 

当期経常外増減額(6)=(4)-(5)          △２８０，０００円 

当期正味財産増減額(7)=(3)+(6)       １０，６８３，２１１円 

正味財産期首残高(8)           １７９，５４２，３９１円 

正味財産期末残高(9)=(7)+(8)       １９０，２２５，６０２円 

構 成 員 富士建設工業株式会社 

所 在 地 新潟県新潟市北区島見町３３０７番地１６ 

代 表 者 名 代表取締役 鳴海利彦 

設立年月日 昭和３６年３月３１日 

資 本 の 額 ５，６００万円 

職 員 数 ３４３人 

設 立 目 的 次の事業を営むことを目的とする。 

(1)清掃施設の設計、施工及び維持管理に必要な業務 

(2)火葬炉に関する一切の装置、機械、器具、雑品の製造及び販売業務 

(3)火葬炉装置の設計、施工、技術指導及び維持管理に関する必要な業務 

(4)公害防止関連施設の設計、施工及び維持管理に必要な業務 

(5)土木建築請負業 

(6)損害保険代理業 

(7)霊柩寝台車運送事業 

(8)火葬業務、火葬場及び葬祭場の運営管理に関する業務 

(9)以上各号に附帯関連する一切の業務 

事 業 概 要 
（平成２４年度） 

(1)指定管理者としてかわさき南部斎苑をはじめとする全国１９ヶ所の斎

場・火葬場の管理・運営 

(2)横浜市戸塚斎場をはじめ全国６６ヶ所の火葬場の火葬業務の受託とＰＦ

Ｉ事業として３ヶ所実施 

(3)横浜市戸塚斎場をはじめ全国の自治体から火葬炉設備の保守点検業務の

受託 

決 算 
（平成２４年度） 

売上高計(1)             ５，６１８，４１７，８０４円 

売上原価計(2)            ４，４８７，０７７，１３７円 

売上総利益(3)=(1)-(2)          １，１３１，３４０，６６７円 

販売費及び一般管理費計(4)        ８０１，１４２，１１６円 

営業利益(5)=(3)-(4)             ３３０，１９８，５５１円 

営業外収益計(6)              ５５，３６８，６１３円 

営業外費用計(7)              １６，７６０，１０６円 

経常利益(8)=(5)+(6)-(7)         ３６８，８０７，０５８円 

特別利益計(9)                   ７５，０００円 

特別損失計(10)               ５４，９１３，７１２円 

法人税、住民税及び事業税(11)       １４３，４８２，３２２円 

当期純利益(12)=(8)+(9)-(10)-(11)       １７０，４８６，０２４円 



３ 指定期間 

平成２６年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

項  目 事業内容 

葬祭場の運営に

求められる公益

性、永続性の確

保 

・共同体の代表者であるシルバー人材センターは、川崎市の出資法人である

とともに公益財団法人であることから、公益性を確保している。 

・公益性が確保されていることから、川崎市葬祭場について、近隣住民との

良好な関係性を築くことや葬儀、火葬等の地域性を守っていくことが可能

であり、永続性が確保できる。 

北部斎苑の大規

模改修工事の状

況を踏まえた安

全、安定的な斎

苑運営 

・シルバー人材センターは、①これまでの指定管理者である川崎市保健衛生

事業団の運営要員や運営手法を継承する、②川崎市の出資法人であるため

日頃から川崎市との連携が強化されていることから、通常時の葬祭場の管

理運営だけでなく、北部斎苑大規模改修工事中に突発的な事象が発生して

も、柔軟な対応による葬祭場の管理運営を行うことができる。 

・富士建設工業は、①北部斎苑の火葬炉改修工事を請負っている、②他にも

工事中に斎場運営を行った経験を持っている、③かわさき南部斎苑の指定

管理業務の実績があることから、北部斎苑大規模改修工事中においても安

全で安定的に斎苑運営を行うことができる。 

６ 収支計画                            (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 合 計 

 収  入 ３２６，５２９ ３３３，０６７ ３４５，１３５ ３８４，１４５ １，３８８，８７６ 

 指定管理料 ３２３，２９１ ３２９，８２９ ３４１，８９７ ３８０，９０７ １，３７５，９２４ 

 その他の収入 ３，２３８ ３，２３８ ３，２３８ ３，２３８ １２，９５２ 

支  出 ３２６，５２９ ３３３，０６７ ３４５，１３５ ３８４，１４５ １，３８８，８７６ 



別紙 

川崎市葬祭場（かわさき南部斎苑及びかわさき北部斎苑）の 

指定管理者の選定結果について 

１ 申請状況 

 申請団体：１団体（川崎市シルバー人材センター・富士建設工業共同体） 

２ 民間活用推進委員会委員 

  【学識経験者】渡辺 登代美（弁護士）

  【専門的知識を有するもの】鳥海 信明（川崎葬祭具協同組合理事長）

  【財務専門家】佐藤 卓（中小企業診断士）

３ 選定理由 

提案では、次期指定管理者は、北部斎苑大規模改修工事期間中に管理運営を担うことになる

が、斎苑運営に求められる公益性、永続性を確保しつつ、本市の火葬需要に着実に対応してい

くため、本市との緊密な連携の下において工程を踏まえた北部斎苑の円滑な運営や南部斎苑と

の綿密な調整等について重点をおいた内容であり、次期指定管理業務の課題に対応していける

ものといえる。 

また、事業や収支の計画についても、指定管理料の上限の範囲内で安全で安定的な葬祭場の

管理運営がなされることが見込まれるとともに、両団体の経営状況についても問題はなく、管

理運営体制、危機管理への取組みなども含めて総合的に評価できることから選定したものであ

る。 

（１）施設の設置目的の達成と運営に係る公益性、永続性の確保への取組について 

墓埋法の理念や目的に基づき、利用者の宗教的感情や公衆衛生その他公共の福祉の見地から

支障なく、また、公共斎場であることの役割を理解した上で、平等、中立かつ公平な運営を確

保するとともに、関係業者、住民との関係性や施設・設備の長寿命化などについての提案がな

され、葬祭場の管理運営の基本事項である公益性、永続性の確保が見込まれることを評価する。 

（２）事業の安定性及び継続性の確保への取組について 

モニタリングや組織的な体制の整備、災害対応、事故防止、利用者意見などについての具体

的な提案がなされ、事業の安定性、継続性が見込まれることを評価する。 

（３）北部斎苑大規模改修工事中における安全で安定的な斎苑運営の確保に向けた取組について 

北部斎苑の大規模改修工事中における業務継続や突発的対応などについての具体的な考え

方の提案がなされ、工事中の安全で安定的な斎苑運営の確保が見込まれることを評価する。 

（４）事業経営計画と管理経費縮減等への取組について 

収支計画、火葬需要の増加に向けた事業経営計画、コスト削減などについて提案がなされ、

指定管理料の上限の範囲内で施設の管理運営が見込まれることを評価する。 

（５）法人自身についての評価 

事業や施設等の管理を安定して行う経営状況の評価と事業や施設等の管理を安定して行う

能力、専門性を有することなどについて提案がなされ、安定的な施設の管理運営が見込まれる

ことを評価する。 

（６）法人の取組に関する事項 

環境などの社会問題に対する認識や具体的な取組、コンプライアンス、情報公開及び個人情

報保護への認識や具体的な取組などについて提案がなされ、法人が葬祭場の指定管理者として

適当である評価をする。 



４ 審査結果（※基準点２８８点以上） 

選定基準 配点 
川崎市シルバー人材センター・ 

富士建設工業共同体 

①施設の設置目的の達成と運営に係る公

益性、永続性の確保への取組について 
１２０点 ８０点

②事業の安定性及び継続性の確保への取

組について 
１５０点 ９９点

③北部斎苑大規模改修工事中における安

全で安定的な斎苑運営の確保に向けた

取組について 

９０点 ６９点

④事業経営計画と管理経費縮減等への取

組について 
４５点 ２６点

⑤法人自身についての評価 ４５点 ３２点

⑥法人の取組に関する事項 ３０点 １９点

合  計 ４８０点 ３２５点
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議案第１８２号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称及び所在地 

 名 称 所在地 

１ かわさき老人福祉・地域交流センター 川崎区堤根３４番地１５ 

２ さいわい健康福祉プラザ 幸区戸手本町１丁目１１番地５ 

３ 高津老人福祉・地域交流センター 高津区末長１０９８番地１ 

４ 宮前老人福祉センター 宮前区宮崎２丁目１２番地２９ 

５ 多摩老人福祉センター 多摩区中野島５丁目２番３０号 

６ 麻生老人福祉センター 麻生区金程２丁目８番３号 

(2) 設置条例 川崎市老人福祉センター条例 

川崎市老人福祉・地域交流センター条例 

(3) 設置目的 無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、

老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのた

めの便宜を総合的に供与することを目的とする。

(4) 施設の事業内容 ①老人福祉センター事業に関する業務（ア．教養講座、レクリエー

ション等の実施及び場の提供、イ．虚弱な高齢者を対象とした介護

予防、ウ．団塊世代の利用促進に資する取組、エ．医師、看護師に

よる健康相談事業、生活相談員等による生活相談事業、オ．入浴事

業） ②利用の許可、利用証の発行に関する業務 ③利用者意見等

の把握に関する業務 ④セルフモニタリング、本市が行うモニタリ

ング、評価に必要な書類の作成及び提出に関する業務 ⑤施設等の

維持管理に関する業務 ⑥センターの備品等器具の管理及びこれら

の使用に関する業務 ⑦社会資源の活用等に関する業務 ⑧安全管

理に関する業務 ⑨個人情報の保護に関する業務 ⑩運営の透明

性、説明責任、苦情処理等に関する業務 ⑪本市及び本市から事業

を委託された団体が実施する事業への協力、支援に関する業務 ⑫

災害時の対応に関する業務 ⑬合築施設である場合の調整に関する

業務 ⑭老人デイサービスセンター（通所介護事業）に関する業務

（川崎市さいわい健康福祉プラザ及び川崎市多摩老人福祉センター

に限ります。） ⑮地域交流センター事業に関する業務（川崎市かわ

さき老人福祉・地域交流センター及び川崎市高津老人福祉・地域交

流センターに限ります。） ⑯シルバーハウジング（高齢者向け公営

住宅）生活援助員派遣に関する業務（川崎市多摩老人福祉センター

に限ります。） ⑰その他に関する業務
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(5) 現在の管理者 

名 称 指定管理者 

日進町老人福祉センター 
（平成２６年４月１日からかわさき老人福祉・地域交流

センターに機能移転します。） 

住 所 川崎市川崎区砂子一丁目１０番地２ 

名 称 社会福祉法人川崎市川崎区社会福祉協議会 

代表者 会長 冨田 順人 

さいわい健康福祉プラザ 住 所 川崎市幸区戸手本町一丁目１１番地５ 

名 称 社会福祉法人川崎市幸区社会福祉協議会 

代表者 会長 佐藤 忠次 

高津老人福祉・地域交流センター 住 所 川崎市高津区溝口一丁目６番１０号 

名 称 社会福祉法人川崎市高津区社会福祉協議会 

代表者 会長 斉藤 二郎 

宮前老人福祉センター 住 所 川崎市宮前区宮崎二丁目６番地１０

名 称 社会福祉法人川崎市宮前区社会福祉協議会

代表者 会長 浮岳 仁

多摩老人福祉センター 住 所 川崎市高津区久地三丁目１３番１号 

名 称 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 

代表者 理事長 長谷川 忠司

麻生老人福祉センター 住 所 川崎市麻生区万福寺一丁目２番２号

名 称 社会福祉法人川崎市麻生区社会福祉協議会

代表者 会長 森 政

(6) 現在の管理運営費 

（平成25年度指定管理料）

① 日進町老人福祉センター      ３２，７３４，０００円 
（平成２６年４月１日からかわさき老人福祉・地域交流センターに機能移転します。） 

② さいわい健康福祉プラザ      ３６，９７２，３５０円

③ 高津老人福祉・地域交流センター  ５２，３２２，７５８円 

④ 宮前老人福祉センター       ４６，２０１，９５２円 

⑤ 多摩老人福祉センター       ４８，１８３，１１３円 

⑥ 麻生老人福祉センター       ４７，３４８，４９０円 
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２ 指定管理者となる団体の概要

(1) かわさき老人福祉・地域交流センター 

名   称 社会福祉法人川崎市川崎区社会福祉協議会 

所 在 地 川崎市川崎区砂子一丁目１０番地２ 

代表者名  会長 冨田 順人 

設立年月  平成８年４月 

基本財産  

又は資本の額 
５，７７７万８，６５７円 

職 員 数 

又は従業員数 
職員３０人 

設立目的  川崎市川崎区における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健

全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図る

ことを目的とする。 

事業概要  
（平成２４年度） 

 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び

助成 

から のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために

必要な事業 

 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 

 共同募金事業への協力 

 ボランティア活動の振興 

 川崎市福祉パルかわさきの受託経営  

 ホームヘルプ事業 

 川崎市老人いこいの家指定管理者（１０か所） 

 川崎市日進町老人福祉センター指定管理者 

 川崎区あんしんセンター事業（日常生活自立支援事業） 

 その他この法人の目的達成のため必要な事業 

決   算 
（平成２４年度） 

経常収入計(1)                                        126,284,304円 

経常支出計(2)                                        121,666,452円 

経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)             4,617,852円 

施設整備等収入(4)                        0円 

施設整備等支出(5)                    141,750円 

施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)             △141,750円 

財務収入計(7)                         0円 

財務支出計(8)                       2,127円 

財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)             △2,127円 

予備費(10)                           0円 

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)          4,473,975円 

前期末支払資金残高(12)                37,385,277円 

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)           41,859,252円 
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(2) さいわい健康福祉プラザ 

名   称 社会福祉法人川崎市幸区社会福祉協議会 

所 在 地 川崎市幸区戸手本町一丁目１１番地５ 

代表者名  会長 佐藤 忠次 

設立年月  平成８年４月 

基本財産  

又は資本の額 
５，８７１万３，６６１円 

職 員 数 

又は従業員数 
職員３９人 

設立目的  川崎市幸区における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全

な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図るこ

とを目的とする。 

事業概要  
（平成２４年度） 

 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び

助成 

から のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために

必要な事業 

 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 

 共同募金事業への協力 

 ボランティア活動の振興 

 川崎市福祉パルさいわいの受託経営 

 ホームヘルプ事業 

 川崎市老人いこいの家指定管理者（６か所） 

 川崎市さいわい健康福祉プラザ指定管理者 

 さいわいデイサービスセンターの管理・経営 

 川崎市小学校ふれあいデイサービス事業の受託経営 

 幸区あんしんセンター事業（日常生活自立支援事業） 

 その他この法人の目的達成のため必要な事業 

決   算 
（平成２４年度） 

経常収入計(1)                                         197,666,488円 

経常支出計(2)                                         208,772,509円 

経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)            △11,106,021円 

施設整備等収入(4)                     770,870円 

施設整備等支出(5)                   10,944,980円 

施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)            △10,174,110円 

財務収入計(7)                          0円 

財務支出計(8)                        9,755円 

財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)              △9,755円 

予備費(10)                            0円 

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)         △21,289,886円 

前期末支払資金残高(12)                 42,085,260円 

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)            20,795,374円 
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(3) 高津老人福祉・地域交流センター 

名   称 社会福祉法人川崎市高津区社会福祉協議会 

所 在 地 川崎市高津区溝口一丁目６番１０号 

代 表 者 名 会長 斉藤 二郎 

設 立 年 月 平成８年４月 

基 本 財 産 

又は資本の額 
４，０９４万３，５８６円 

職 員 数 

又は従業員数 
職員２９人 

設 立 目 的 川崎市高津区における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健

全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図る

ことを目的とする。 

事 業 概 要 
（平成２４年度） 

 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び

助成 

から のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために

必要な事業 

 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 

 共同募金事業への協力 

 ボランティア活動の振興 

 川崎市福祉パルたかつの受託経営 

 ホームヘルプ事業 

 川崎市老人いこいの家指定管理者（７か所） 

 川崎市高津老人福祉・地域交流センター指定管理者 

 高津区あんしんセンター事業（日常生活自立支援事業） 

 その他この法人の目的達成のため必要な事業 

決   算 
（平成２４年度） 

経常収入計(1)                                         132,088,287円 

経常支出計(2)                                         130,752,941円 

経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)              1,335,346円 

施設整備等収入(4)                        0円 

施設整備等支出(5)                         0円 

施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)                  0円 

財務収入計(7)                      4,300,798円 

財務支出計(8)                       4,053,791円 

財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)              247,007円 

予備費(10)                            0円 

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)           1,582,353円 

前期末支払資金残高(12)                 18,969,708円 

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)            20,552,061円 
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(4) 宮前老人福祉センター 

名   称 社会福祉法人川崎市宮前区社会福祉協議会 

所 在 地 川崎市宮前区宮崎二丁目６番地１０ 

代 表 者 名 会長 浮岳 仁 

設 立 年 月 平成８年４月 

基 本 財 産 

又は資本の額 
４，９７６万８，６３７円 

職 員 数 

又は従業員数 
職員３１名 

設 立 目 的 川崎市宮前区における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健

全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図る

ことを目的とする。 

事 業 概 要 
（平成２４年度） 

 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施

 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び

助成

から のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために

必要な事業

 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡

 共同募金事業への協力

 ボランティア活動の振興

 川崎市福祉パルみやまえの受託経営

 ホームヘルプ事業

 川崎市老人いこいの家指定管理者（５か所）

 川崎市宮前老人福祉センター指定管理者

 宮前区あんしんセンター事業（日常生活自立支援事業）

 その他この法人の目的達成のため必要な事業

決   算 
（平成２４年度） 

経常収入計(1)                                          95,445,517円 

経常支出計(2)                                          90,660,749円 

経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)              4,784,768円 

施設整備等収入(4)                        0円 

施設整備等支出(5)                         0円 

施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)                  0円 

財務収入計(7)                                 0円 

財務支出計(8)                                  0円 

財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                    0円 

予備費(10)                            0円 

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)           4,784,768円 

前期末支払資金残高(12)                 24,983,023円 

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)            29,767,791円 
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(5) 多摩老人福祉センター 

名   称 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 

所 在 地 川崎市高津区久地三丁目１３番１号 

代表者名  理事長 長谷川 忠司 

設立年月  昭和６１年２月 

基本財産  

又は資本の額 
５５億２，９７８万１５６円 

職 員 数 

又は従業員数 
職員４８６名 

設立目的  多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう

創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに

健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した生活を地域社会にお

いて営むことができるよう支援することを目的とする。

事 業 概 要 
（平成２４年度） 

 障害者支援施設の経営

 特別養護老人ホームの経営

 身体障害者福祉センターの経営

 障害者福祉サービス事業の経営

 相談支援事業の経営

 老人福祉センターの経営

 老人短期入所事業の経営

 老人デイサービス事業の経営

 在宅介護支援センターの経営

 認知症対応型老人共同生活介護事業の経営

 保育所の経営

 児童厚生施設（児童館）の経営

 放課後児童健全育成事業の経営

 地域子育て支援センターの経営

決   算 
（平成２４年度） 

就労支援事業活動による収入(1)                          25,848,711円 

就労支援事業活動による支出(2)                          25,524,795円 

就労支援事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)                323,916円 

福祉事業活動による収入(4)                           6,180,285,703円 

福祉事業活動による支出 (5)                          5,722,243,943円 

福祉事業活動による収支差額(6)=(4)-(5)         458,041,760円 

施設整備等収入(7)                    31,104,990円 

施設整備等支出(8)                   66,421,429円 

施設整備等収支差額(9)=(7)-(8)            △35,316,439円 

財務収入計(10)                     48,573,168円 

財務支出計(11)                     479,691,000円 

財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)          △431,117,832円 

予備費(13)                            0円 

当期資金収支差額(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)       △8,068,595円 

前期末支払資金残高(15)               1,878,923,011円 
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当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)          1,870,854,416円

(6)麻生老人福祉センター 

名   称 社会福祉法人川崎市麻生区社会福祉協議会 

所 在 地 川崎市麻生区万福寺一丁目２番２号 

代表者名  会長 森 政

設立年月  平成８年４月 

基本財産  

又は資本の額 
７，１９０万４，５９２円 

職 員 数 

又は従業員数 
職員２８人 

設立目的  川崎市麻生区における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健

全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図る

ことを目的とする。 

事業概要  
（平成２４年度） 

 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び

助成 

から のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために

必要な事業 

 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 

 共同募金事業への協力 

 ボランティア活動の振興 

 川崎市福祉パルあさおの受託経営 

 ホームヘルプ事業 

 川崎市老人いこいの家指定管理者（７か所） 

 川崎市麻生老人福祉センター指定管理者 

 麻生区あんしんセンター事業（日常生活自立支援事業） 

 その他この法人の目的達成のため必要な事業 

決   算 
（平成２４年度） 

経常収入計(1)                                         112,097,804円 

経常支出計(2)                                         111,738,171円 

経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)               359,633円 

施設整備等収入(4)                        0円 

施設整備等支出(5)                     499,800円 

施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)              △499,800円 

財務収入計(7)                          0円 

財務支出計(8)                          0円 

財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                 0円 

予備費(10)                            0円 

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)           △140,167円 

前期末支払資金残高(12)                 10,513,759円 

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)            10,373,592円 
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３ 指定期間 

平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

（１） 社会福祉法人川崎市川崎区社会福祉協議会【かわさき老人福祉・地域交流センター】 

項  目 事業内容 

施設の管理・運営の方針に

ついて 

・地域住民のニーズに沿った各種事業の展開、地域住民への個別

対応と援助、関係機関との連携、地域活動の支援、安全快適な環

境づくり、経営感覚を持ち合わせた管理・運営を目標に、地域の

拠点施設として利用しやすい施設づくりを行います。 

・町内会等の地域団体と連携を図り、こどもから高齢者まで気軽

に参加できる世代間交流事業を実施します。また、誰もが公平に

利用できる貸館業務を行います。 

管理経費の縮減に対する取

組について 

・節電、省エネに努め、管理経費の縮減に取り組みます。 

・長い開館時間に合わせて、職員の勤務体制や事務分掌を整理し、

業務の効率化を図ります。 

セルフモニタリングの考え

方について 

・「自主点検チェック表」を充実させ、業務マニュアルに基づい

て自らの一日の業務を振り返り、事業の安定性・継続性の確保を

図ります。 

・利用者数など事業の日計、月計、内訳を記録し、事業運営の状

況や動向を把握するよう努めます。 

その他の事業提案 ・暮らしに身近な掲示板を作り、地域での助け合いを通しての地

域交流を図ります。 

（２） 社会福祉法人川崎市幸区社会福祉協議会【さいわい健康福祉プラザ】 

項  目 事業内容 

施設の管理・運営の方針に

ついて 

・健康・いきがいづくりの推進、健康相談や生活相談の実施、地

域交流の場としての活用を基本方針として、高齢者が住みなれた

地域で、健康で安心して暮らせるような高齢者福祉の充実のため

に各事業を展開するとともに、施設機能の整備・充実に努めます。

・地域の関係団体との共催で「地域交流事業」を実施し、施設の

認知度の向上を図り、関係機関・施設と連携し、地域福祉の拠点

としての役割を推進します。 

管理経費の縮減に対する取

組について 

・事務経費の節約とともに、空調の管理や、こまめな消灯、間引

き照明等を行い、節電に努めます。 

・デイサービスの職員配置数を適正に判断し、人件費の削減に努

めるとともに、経費の効率化を図りながら、利用者ニーズに対応

した運営を行います。 

セルフモニタリングの考え

方について 

・各チェックシートにより事業の進捗状況を把握し、事業計画の

適切な運用を図るとともに、施設の管理・運営に関しても再確認

を行い、改善点を明確化して業務の適正な執行を図ります。 
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・利用者満足度調査を実施し、利用者の意見・要望・苦情等を集

約して、運営に活かします。 

その他の事業提案 ・二次避難所としての位置付けに基づき、区役所や関係機関と災

害時の対応について協議し、実際の罹災時に適切な運用が図れる

よう検討します。 

（３）社会福祉法人川崎市高津区社会福祉協議会【高津老人福祉・地域交流センター】 

項  目 事業内容 

施設の管理・運営の方針に

ついて 

・講座や行事の実施にあたっては、区役所や市民館、高津区文化

協会等と連携を図り、事業を実施します。また、日常的に健康相

談や生活相談を実施し、保健福祉センターや地域包括支援センタ

ー等と連携し、健康保持増進事業、介護予防事業を積極的に実施

します。 

・地域交流センターとして町内会・自治会や各種団体・関係機関

との連携を図り、誰もが気軽に参加できる世代間交流事業を実施

し、また、公平・平等に安心して利用できる貸室業務を行います。

・地域住民活動の拠点として、世代間の交流を通して安心して暮

らしていけることができるまちづくりに貢献します。また、常に

市民・利用者ニーズに即した管理・運営に努めます。 

管理経費の縮減に対する取

組について 

・利用者の安全を確保しつつ、適正な施設の運営・管理、資源の

有効活用を図り、効率的な予算の執行に取り組みます。 

・嘱託職員及び臨時職員の効率的な配置や、業務委託により人件

費削減を図ります。 

・未使用部屋の消灯等、光熱水費の節減を図ります。 

セルフモニタリングの考え

方について 

・半期に一度のモニタリング調査や年度末報告書、利用者満足度

調査を通して、逐次確認を行うとともに、関係機関と密に連携を

図り、早期問題解決に努めます。 

その他の事業提案 ・タウンニュースやケーブルテレビ等の広報媒体を活用します。 

・地域の町内会、自治会や関係機関との連携強化に努めます。 

（４）社会福祉法人川崎市宮前区社会福祉協議会【宮前老人福祉センター】 

項  目 事業内容 

施設の管理・運営の方針に

ついて 

・健康・生きがいづくりの推進、健康相談・生活相談の実施、地

域交流の場の提供を通して、高齢者同士の交流活動を進めながら、

引きこもり予防、体力低下を防ぐことに留意し、地域の拠点とな

るように運営を行います。 

管理経費の縮減に対する取

組について 

・利用者の安全に強く影響を及ぼさない範囲での節電、節水を行

います。また、丁寧な施設利用を利用者に理解してもらえるよう

努め、修繕費の縮減に努めます。 

セルフモニタリングの考え

方について 

・日常業務のあり方を点検し、職員同士の点検内容の相互確認、

改善提案等の場を設け、適切に事業運営ができるように務めます。

その他の事業提案 ・地域のお祭りの会場として一部を提供し、積極的に協力します。

・保健福祉センター、地域包括支援センターとの協力に努めます。
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（５）社会福祉法人川崎市多摩区社会福祉協議会【多摩老人福祉センター】 

項  目 事業内容 

施設の管理・運営の方針に

ついて 

・高齢者が健康で生きがいのある生活を送るための各種相談事業

や、健康の維持・増進、教養の向上を図る各種講座やレクリエー

ションなどの事業を柱として展開します。特に団塊世代の利用促

進及び地域交流を積極的に行います。 

・デイサービス事業は、これまで培ったサービスの技術や内容を

基に、さらに質の高いサービス提供を目指します。 

管理経費の縮減に対する取

組について 

・利用者に影響のない範囲で、光熱水費の節減に努めます。また、

「緑のカーテン」となるゴーヤの設置により節電を図ります。 

・備品、設備等の不具合は、早めに修繕し大規模の修繕にならな

いように努めます。 

・デイサービス事業については、利用者ニーズを考慮したうえで、

利用定員の設定見直しとともに、経費削減に取り組みます。 

セルフモニタリングの考え

方について 

・セルフモニタリングの実施にあたり、基本的な運営・事業執行・

利用者満足度・経営状況等について適正に評価します。 

その他の事業提案  

（６）社会福祉法人川崎市麻生区社会福祉協議会【麻生老人福祉センター】 

項  目 事業内容 

施設の管理・運営の方針に

ついて 

・健康・生きがいづくりの推進、健康相談・生活相談の実施、地

域交流の場の提供の基本方針に基づき、各種相談事業の充実、教

養の向上や健康増進につながる多彩な講座の運営に努めます。 

・区役所、地域の老人クラブ、地区社協等との共催事業の開催や

行事を通して地域との交流を深めます。 

管理経費の縮減に対する取

組について 

・消耗品の徹底した節減、照明・空調のきめ細やかな管理、利用

者へのごみの持ち帰りをお願いすることでのごみの削減に努めま

す。常に経費削減の意識をもち、効率的・効果的な事業運営に努

めます。 

セルフモニタリングの考え

方について 

・利用者満足度調査、日常の利用者との会話、アンケート、投書

箱の利用など様々な方法で情報を収集し、分析を行い、利用者の

利便性の向上を目指し、事業改善を柔軟に行います。 

その他の事業提案 ・「あさお福祉まつり実行委員会」に参加し、福祉関係団体や地

域住民と交流を図りながら、地域福祉に寄与できるよう努めます。

・老人福祉センター間での情報交換や、高齢者福祉の推進を目的

とした調査研究等の事業を行います。 
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６ 収支計画 

(1) かわさき老人福祉・地域交流センター                （単位：千円） 

項 目 
金額（税抜き) 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 合 計 

 収  入 ５２，２５０ ５２，２５０ ５２，２５０ ５２，２５０ ５２，３５０ ２６１，３５０ 

 指定管理料 ５０，８６５ ５０，８６５ ５０，８６５ ５０，８６５ ５０，８５４ ２５４，３１４ 

 利用料金  １，３８５ １，３８５ １，３８５ １，３８５ １，４９６ ７，０３６ 

 その他の収入 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

支  出 ５２，２５０ ５２，２５０ ５２，２５０ ５２，２５０ ５２，３５０ ２６１，３５０ 

(2) さいわい健康福祉プラザ                      （単位：千円） 

項 目 
金額（税抜き) 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 合 計 

 収  入 ３６，７０６ ３６，７０６ ３６，７０６ ３６，７０６ ３６，７０６ １８３，５３０ 

 指定管理料 ３６，７０６ ３６，７０６ ３６，７０６ ３６，７０６ ３６，７０６ １８３，５３０ 

 利用料金  ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 その他の収入 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

支  出 ３６，７０６ ３６，７０６ ３６，７０６ ３６，７０６ ３６，７０６ １８３，５３０ 

(3) 高津老人福祉・地域交流センター                  （単位：千円） 

項 目 
金額（税抜き) 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 合 計 

 収  入 ５２，４６３ ５２，７０７ ５２，９７４ ５３，２６９ ５３，５９３ ２６５，００６ 

 指定管理料 ５０，０３４ ５０，０３５ ５０，０３５ ５０，０３６ ５０，０３７ ２５０，１７７ 

 利用料金  ２，４２９ ２，６７２ ２，９３９ ３，２３３ ３，５５６ １４，８２９ 

 その他の収入 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

支  出 ５２，４６３ ５２，７０７ ５２，９７４ ５３，２６９ ５３，５９３ ２６５，００６ 

(4) 宮前老人福祉センター                       （単位：千円） 

項 目 
金額（税抜き) 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 合 計 

 収  入 ４６，２１１ ４６，２１１ ４６，２１１ ４６，２１１ ４６，２１１ ２３１，０５５ 

 指定管理料 ４６，２１１ ４６，２１１ ４６，２１１ ４６，２１１ ４６，２１１ ２３１，０５５ 

 利用料金  ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 その他の収入 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

支  出 ４６，２１１ ４６，２１１ ４６，２１１ ４６，２１１ ４６，２１１ ２３１，０５５ 
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(5) 多摩老人福祉センター                       （単位：千円） 

項 目 
金額（税抜き) 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 合 計 

 収  入 ４３，６４６ ４３，６４６ ４３，６４６ ４３，６４６ ４３，６４６ ２１８，２３０ 

 指定管理料 ４３，６４６ ４３，６４６ ４３，６４６ ４３，６４６ ４３，６４６ ２１８，２３０ 

 利用料金  ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 その他の収入 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

支  出 ４３，６４６ ４３，６４６ ４３，６４６ ４３，６４６ ４３，６４６ ２１８，２３０ 

(6) 麻生老人福祉センター                       （単位：千円） 

項 目 
金額（税抜き) 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 合 計 

 収  入 ４７，０８０ ４７，０８０ ４７，０８０ ４７，０８０ ４７，０８０ ２３５，４００ 

 指定管理料 ４７，０８０ ４７，０８０ ４７，０８０ ４７，０８０ ４７，０８０ ２３５，４００ 

 利用料金  ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 その他の収入 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

支  出 ４７，０８０ ４７，０８０ ４７，０８０ ４７，０８０ ４７，０８０ ２３５，４００ 
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別紙 

川崎市老人福祉センター及び川崎市老人福祉・地域交流センターの 

指定管理者の選定結果について 

１ 応募状況 

説明会参加： ７団体 

  応募団体： ７団体  

（１）かわさき老人福祉・地域交流センター 

２団体（社会福祉法人川崎市川崎区社会福祉協議会、その他法人Ａ（基 

準点未満のため非公表）） 

        （２） さいわい健康福祉プラザ 

             １団体（社会福祉法人川崎市幸区社会福祉協議会） 

        （３） 高津老人福祉・地域交流センター 

１団体（社会福祉法人川崎市高津区社会福祉協議会） 

        （４） 宮前老人福祉センター 

            １団体（社会福祉法人川崎市宮前区社会福祉協議会）

        （５） 多摩老人福祉センター 

１団体（社会福祉法人川崎市社会福祉事業団） 

（６） 麻生老人福祉センター 

１団体（社会福祉法人川崎市麻生区社会福祉協議会） 

２ 民間活用推進委員会委員

（１） 平成２５年１０月１５日（川崎区、幸区、中原区） 

    ・委員構成 （委員長）小林 俊子（田園調布学園大学（教授）） 

          （委 員）本所 靖博（明治大学（専任講師）） 

（委 員）林  克年（公認会計士） 

（２） 平成２５年１０月１８日（高津区、宮前区、多摩区、麻生区） 

    ・委員構成 （委員長）圷  洋一（日本女子大学（准教授）） 

          （委 員）村井 祐一（田園調布学園大学（教授）） 

（委 員）林  克年（公認会計士） 

３ 選定理由

（１）老人福祉・地域交流センター（高津区）、老人福祉センター（幸区、宮前区、多摩 

区、麻生区） 

選定された団体の提案は、仕様書に定めた標準的な条件を満たす提案がなされ、事業内容

や収支計画も妥当であること、また、安定的な施設運営が見込まれるとともに、高齢者福祉

に寄与する点でも期待を持てるものであり、次に掲げる事項を総合的に評価して、当該団体

を選定した。 

ア 事業目的の達成とサービス向上への取組 

当該事業の目的や仕様等を十分理解した上で、虚弱高齢者の介護予防に資する取組や、
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団塊世代の利用促進に資する取組を評価した。 

イ 事業経営計画と管理経費縮減等の取組 

    事業計画と整合性が取れた経費見積となっているところを評価した。 

ウ 事業の安定性及び継続性の確保への取組 

セルフモニタリングについての考え方、事業を安定的に執行するための職員体制を提案

しているところを評価した。 

エ 応募団体自身に関する項目 

老人いこいの家や老人福祉センターを指定管理者として管理運営している実績があり、

それらの運営実績を踏まえた提案がなされたところを評価した。 

オ 応募団体の取組に関する事項 

コンプライアンス、個人情報保護への認識が示されているとともに、社会福祉に対する

諸課題への取組が提案されているところを評価した。 

（２）かわさき老人福祉・地域交流センター 

選定された団体の提案は、仕様書に定めた標準的な条件を満たす提案がなされ、事業計画

が妥当であると同時に、収支計画や情報の公開に関する考え方など他の団体よりも適切な提

案がなされていること、また安定した財政基盤を有しているとともに、十分な事業実績を有

しており、高齢者福祉に寄与する点でも期待を持てるものであり、次に掲げる事項を総合的

に評価して、当該団体を選定した。 

ア 事業目的の達成とサービス向上への取組 

当該事業の目的や仕様等を十分理解しており、施設の管理運営に係る基本方針が適切で

あることを評価した。 

イ 事業経営計画と管理経費縮減等の取組 

    他の応募団体と比較して、人件費や事業経費の各項目についての積算が、より適切にな

されているところを評価した。 

ウ 事業の安定性及び継続性の確保への取組 

    事業を安定的に執行するための職員体制が適切であるところを評価した。 

エ 応募団体自身に関する項目 

    他の応募団体と比較して、安定した財政基盤があり、十分な事業実績を有していること

を評価した。 

オ 応募団体の取組に関する事項 

現在、実施している事業について、情報公開が十分になされているとともに、社会福祉

に対する諸課題への取組が提案されているところを評価した。 
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４ 審査結果（※基準点３６０点以上） 

（１）かわさき老人福祉・地域交流センター 

選定基準 配点 
社会福祉法人 

川崎市川崎区社会福祉協議会 

その他法人Ａ 

（※） 

①事業目的の達成とサー

ビスの向上への取組 
２７０点 １６２点 １６８点

②事業経営計画と管理経

費縮減等への取組 
１５０点 ８７点 ８３点

③事業の安定性・継続性の

確保への取組 
９０点 ５２点 ５６点

④応募団体自身に関する

項目 
６０点 ４１点 ２５点

⑤応募団体の取組に関す

る事項 
３０点 １９点 １７点

合  計 ６００点 ３６１点 ３４９点

 ※基準点未満のため団体名は非公表 

（２）さいわい健康福祉プラザ 

選定基準 配点 
社会福祉法人 

川崎市幸区社会福祉協議会 

①事業目的の達成とサー

ビスの向上への取組 
２７０点 １６２点

②事業経営計画と管理経

費縮減等への取組 
１５０点 ９０点

③事業の安定性・継続性の

確保への取組 
９０点 ５４点

④応募団体自身に関する

項目 
６０点 ３９点

⑤応募団体の取組に関す

る事項 
３０点 １８点

合  計 ６００点 ３６３点

（３）高津老人福祉・地域交流センター 

選定基準 配点 
社会福祉法人 

川崎市高津区社会福祉協議会 

①事業目的の達成とサー

ビスの向上への取組 
２７０点 １７９点

②事業経営計画と管理経

費縮減等への取組 
１５０点 １００点

③事業の安定性・継続性の

確保への取組 
９０点 ５８点

④応募団体自身に関する

項目 
６０点 ４３点

⑤応募団体の取組に関す

る事項 
３０点 ２０点

合  計 ６００点 ４００点
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（４）宮前老人福祉センター 

選定基準 配点 
社会福祉法人 

川崎市宮前区社会福祉協議会 

①事業目的の達成とサー

ビスの向上への取組 
２４０点 １６６点

②事業経営計画と管理経

費縮減等への取組 
１８０点 １１７点

③事業の安定性・継続性の

確保への取組 
９０点 ５８点

④応募団体自身に関する

項目 
６０点 ４２点

⑤応募団体の取組に関す

る事項 
３０点 ２０点

合  計 ６００点 ４０３点

（５）多摩老人福祉センター 

選定基準 配点 
社会福祉法人 

川崎市社会福祉事業団

①事業目的の達成とサー

ビスの向上への取組 
２７０点 １７５点

②事業経営計画と管理経

費縮減等への取組 
１５０点 ９７点

③事業の安定性・継続性の

確保への取組 
９０点 ５６点

④応募団体自身に関する

項目 
６０点 ４５点

⑤応募団体の取組に関す

る事項 
３０点 ２０点

合  計 ６００点 ３９３点

（６）麻生老人福祉センター 

選定基準 配点 
社会福祉法人 

川崎市麻生区社会福祉協議会 

①事業目的の達成とサー

ビスの向上への取組 
２４０点 １６５点

②事業経営計画と管理経

費縮減等への取組 
１８０点 １１７点

③事業の安定性・継続性の

確保への取組 
９０点 ５８点

④応募団体自身に関する

項目 
６０点 ４２点

⑤応募団体の取組に関す

る事項 
３０点 ２０点

合  計 ６００点 ４０２点



議案第１８３号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 陽光ホーム 

(2) 所在地 川崎市中原区井田３丁目１６番１号 

(3) 設置条例 川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例 

(4) 設置目的 川崎市リハビリテーション福祉・医療センターの再編整備に伴い、

入所施設から地域生活への移行を希望する障害者の支援を行い、当

該障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。 

(5) 施設の事業内容 （１）共同生活援助（グループホーム）

 障害者総合支援法第５条第１６項の規定に基づき、地域におい

て共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間にお

いて、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の

援助を行う。

（２）共同生活介護（ケアホーム）

 障害者総合支援法第５条第１０項の規定に基づき、障害者につ

き、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において入浴、

排せつ、又は食事の介護その他の便宜を供与する。

（３）地域生活体験事業 

 川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例第２２条

の１６第５号に基づき、長期の入院及び入所から地域生活を希望す

る障害者につき、共同生活を営むべき住居において体験的な利用を

実施し、地域生活移行のための支援を行う。 

(6) 現在の管理者 社会福祉法人 育桜福祉会 

(7) 現在の管理運営費 ・（平成２５年度）  ２７，４９２，５９４円 
・（指定期間計）  １３５，７５１，７９４円 

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 社会福祉法人 育桜福祉会 

所 在 地 川崎市中原区西加瀬１０番３号 

代 表 者 名 理事長 生亀 洋子 

設 立 年 月 昭和５６年２月１２日 

基 本 財 産 

又は資本の額 
２５億３，０７２万５，５９５円 

職 員 数 

又は従業員数 
２５１人 

設 立 目 的  多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよ

う創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した

生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的とする。 

事 業 概 要 

（平成２４年

度） 

（１） 障害者支援施設の経営 

（２） 障害福祉サービス事業の経営 

（３） 相談支援事業の経営 

（４） 移動支援事業・生活サポート事業の経営 

（５） 身体障害者福祉センターの経営 

決   算 
（平成２４年度） 

① 就労支援事業活動による収支 

就労支援事業収入        １８，００６，０８０円 

就労支援事業支出        １７，８０３，３０８円 



 就労支援事業資金収支差額       ２０２，７７２円・・・（１） 

② 福祉事業活動による収支 

福祉事業活動収入     １，５９１，１０５，５７５円 

福祉事業活動支出     １，４７２，４２８，３８９円 

福祉事業活動資金収支差額   １１８，６７７，１８６円・・・（２） 

③ 施設整備等による収支 

施設整備等収入          ９，９４６，０００円 

施設整備等支出         ４６，１０６，０８７円 

施設整備等資金収支差額    －３６，１６０，０８７円・・・（３） 

④ 財務活動による収支 

 財務収入             ７，００１，７５０円 

 財務支出            １８，０９１，０００円 

 財務活動資金収支差額     －１１，０８９，６２１円・・・（４） 

⑤ 当期資金収支差額        ７１，６３０，６２１円・・・（５） 

（（１）＋（２）＋（３）＋（４）） 

⑥ 前期末支払資金残高      ５４６，０７３，２１１円・・・（６） 

⑦ 当期末支払資金残高      ６１７，７０３，８３２円・・・（７） 

（（５）＋（６）） 

３ 指定期間 

平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

項  目 事業内容 

障害者支援に対

する考え方、方

向性、取組み 

・共同生活援助事業（共同生活介護事業）では、利用者に対して、自立を目

指し、地域において共同して日常生活を営むことができるよう、適切かつ

必要な支援を提供する。 

・地域生活体験事業では、長期の入院及び入所から地域生活移行を希望する

障害者につき、共同生活を営むべき住居で体験利用を実施し、地域生活移

行のための支援を行う。 

施設運営（提供

するサービスの

考え方） 

・利用者個々に応じた自立のための支援を検討し、個別支援計画に基づいて

各種プログラムの提供及び日常生活の身辺の自立を支援する。 

・利用者の生活全体を見据えた総合的な支援を行う。 

・地域で主体的に生活できるよう、自己決定・自己表現の方法を身に付けら

れるように支援する。 

・法人の「職員行動指針」等に基づき、利用者の権利擁護を推進する。 

他機関との連携 ・同一法人が運営する「桜の風」と日常的な支援から施設運営全般に関して

連携する。 

・障害者相談支援センターと連携を図りながら、必要に応じて地域の関係機

関を活用し、利用者及び家族の抱えている悩みを解決できるように支援す

る。 

・地域行事への参加、ボランティアの受入れ、広報活動等を通して地域との

結び付きを深める。 

課題の把握及び

重点取組み 

・障害の特性や利用者状況を把握した上で、利用者に応じた個別支援に取り

組む。 



・将来の地域生活の場等の情報を提供する等、利用者及び家族に不安が生じな

いように十分に配慮し、できるだけ早い時期に円滑に地域移行できるように

計画的に取り組む。 

・障害者が具体的な目標を持てるよう地域生活の場となるグループホームの

開設を検討する。 

その他の事業提

案 

・施設から地域への中間施設としての役割を明確化する。 

・緊急時の受入れを希望する障害者に対し、短期入所につなげるまでの間の

支援を提供する。 

６ 収支計画                            (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 合 計 

 収  入 60,284 60,393 60,393 60,393 60,393 301,856

 指定管理料 11,713 11,713 11,713 11,713 11,713 58,565

 その他の収入 48,571 48,680 48,680 48,680 48,680 243,291

支  出 57,248 57,791 58,294 58,554 58,801 290,688



別紙 

川崎市陽光ホームの指定管理者の選定結果について 

１ 応募状況 

 説明会参加：１団体 

 応募団体：１団体 社会福祉法人 育桜福祉会 

２ 民間活用推進委員会委員 

  【専門的知識を有するもの】赤塚 光子（川崎市地域自立支援協議会会長）

  【学識経験者】渡部 匡隆（横浜国立大学人間科学部教授）

【財務専門家】鈴木 稔巳（公認会計士） 

３ 選定理由 

現在も指定管理者として当該施設の管理運営を行っており、地域生活への移行を希望する障

害者の支援を行うことを当該施設の設置目的とする仕様書に沿った提案がなされており、事業

や収支の計画も妥当といえる。 

また、運営状況も良好であり、今までどおり安定した施設運営が見込まれることなどを評価

し、当該団体を選定した。 

（１）事業目的の達成とサービスの向上への取組 

地域生活への移行のための中間施設という当該施設の設置目的を十分に理解し、今までの運

営実績を生かした、施設の管理運営に係る適切な基本方針等について具体的な提案がなされて

いた。 

（２）事業経営計画と管理経費縮減等への取組 

効率的な施設運営に対する考え方・方針が明確に示されており、事業計画と整合がとれた収

支計画となっている点などを評価した。 

（３）事業の安定性・継続性の確保への取組 

提案された職員体制が充実している点のほか、近隣施設と密接な連携を図る点などを評価し

た。 

（４）応募団体自身についての評価 

当該施設及び類似施設の運営実績が豊富であり、運営実績を踏まえた提案がなされ、安定し

た施設の管理運営が見込まれることを評価した。 

（５）応募団体の取組 

組織及び運営に関する規定等も整備されていることなどを評価した。 



４ 審査結果（※基準点３６０点以上） 

選定基準 配点 
社会福祉法人 

育桜福祉会 

① 事業目的の達成とサービスの向上への取組 ２１０点 １４２点

② 事業経営計画と管理経費縮減等への取組 １６５点 １０２点

③ 事業の安定性・継続性の確保への取組 １２０点 ８２点

④ 応募団体自身についての評価 ６０点 ４１点

⑤ 応募団体の取組 ４５点 ２９点

（⑥ 加算点） （１０点） ０点

合  計 ６００点 ３９６点



議案第１８４号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要

(1) 名称及び所在地 

 名 称 所在地 

１ 川崎市浜町老人いこいの家 川崎市川崎区浜町２丁目２５番１１号 

２ 川崎市大師老人いこいの家 川崎市川崎区大師公園１番４号 

３ 川崎市小田老人いこいの家 川崎市川崎区小田２丁目１６番９号 

４ 川崎市藤崎老人いこいの家 川崎市川崎区藤崎４丁目１７番６号 

５ 川崎市田島老人いこいの家 川崎市川崎区田島町２０番２３号 

６ 川崎市大島老人いこいの家 川崎市川崎区大島１丁目９番６号 

７ 川崎市桜本老人いこいの家 川崎市川崎区桜本２丁目５番２号 

８ 川崎市京町老人いこいの家 川崎市川崎区京町３丁目１２番２号 

９ 川崎市渡田老人いこいの家 川崎市川崎区渡田４丁目１２番２０号 

１０ 川崎市殿町老人いこいの家 川崎市川崎区殿町１丁目２０番１５号 

１１ 川崎市日吉老人いこいの家 川崎市幸区北加瀬１丁目３９番５号 

１２ 川崎市南河原老人いこいの家 川崎市幸区南幸町１丁目１１番地 

１３ 川崎市下平間老人いこいの家 川崎市幸区下平間３５７番地６ 

１４ 川崎市古市場老人いこいの家 川崎市幸区古市場１７８１番地１ 

１５ 川崎市小倉老人いこいの家 川崎市幸区小倉５丁目３２番５号 

１６ 川崎市御幸老人いこいの家 川崎市幸区紺屋町３３番地１ 

１７ 川崎市ごうじ老人いこいの家 川崎市中原区上小田中７丁目６番１８号 

１８ 川崎市等々力老人いこいの家 川崎市中原区等々力１番１号 

１９ 川崎市中丸子老人いこいの家 川崎市中原区中丸子３７８番地４ 

２０ 川崎市新城老人いこいの家 川崎市中原区下新城１丁目２番４号 

２１ 川崎市西加瀬老人いこいの家 川崎市中原区西加瀬１０番５号 

２２ 川崎市井田老人いこいの家 川崎市中原区井田三舞町１４番１６号 

２３ 川崎市丸子多摩川老人いこいの家 川崎市中原区丸子通１丁目６３９番地３ 

２４ 川崎市高津老人いこいの家 川崎市高津区久本３丁目６番２２号 

２５ 川崎市上作延老人いこいの家 川崎市高津区上作延１１４２番地４ 

２６ 川崎市子母口老人いこいの家 川崎市高津区子母口９８３番地 

２７ 川崎市末長老人いこいの家 川崎市高津区末長２丁目２７番２号 

２８ 川崎市梶ケ谷老人いこいの家 川崎市高津区梶ケ谷５丁目８番地２７ 

２９ 川崎市東高津老人いこいの家 川崎市高津区下野毛１丁目３番２号 

３０ 川崎市くじ老人いこいの家 川崎市高津区久地３丁目１６番１号 

３１ 川崎市平老人いこいの家 川崎市宮前区平２丁目１３番１号 

３２ 川崎市有馬老人いこいの家 川崎市宮前区有馬４丁目５番２号 

３３ 川崎市野川老人いこいの家 川崎市宮前区野川３１８２番地１ 

３４ 川崎市白幡台老人いこいの家 川崎市宮前区白幡台１丁目１３番地１ 

３５ 川崎市鷲ケ峰老人いこいの家 川崎市宮前区菅生ケ丘３２番１０号 

３６ 川崎市登戸老人いこいの家 川崎市多摩区登戸新町２３７番地 

３７ 川崎市菅老人いこいの家 川崎市多摩区菅北浦３丁目１１番１号 

３８ 川崎市錦ケ丘老人いこいの家 川崎市多摩区栗谷３丁目２８番２号 

３９ 川崎市長尾老人いこいの家 川崎市多摩区長尾１丁目１２番７号 

４０ 川崎市枡形老人いこいの家 川崎市多摩区枡形６丁目３番１号 



４１ 川崎市中野島老人いこいの家 川崎市多摩区中野島６丁目２６番７号 

４２ 川崎市南菅老人いこいの家 川崎市多摩区菅馬場３丁目２６番１号 

４３ 川崎市王禅寺老人いこいの家 川崎市麻生区王禅寺東５丁目３２番１５号 

４４ 川崎市片平老人いこいの家 川崎市麻生区片平５丁目２５番１号 

４５ 川崎市千代ケ丘老人いこいの家 川崎市麻生区千代ケ丘６丁目３番地２２ 

４６ 川崎市白山老人いこいの家 川崎市麻生区白山４丁目２番２号 

４７ 川崎市麻生老人いこいの家 川崎市麻生区上麻生４丁目３２番２号 

４８ 川崎市岡上老人いこいの家 川崎市麻生区岡上２７７番地 

４９ 川崎市百合丘老人いこいの家 川崎市麻生区百合丘２丁目８番地２ 

(2) 設置条例 川崎市老人いこいの家条例 

(3) 設置目的 老人に対し、健全ないこいの場を提供し、もって老人の心身の健康

増進を図ることを目的とする。 

(4) 施設の事業内容 ①いこいの家事業に関する業務（ア．教養の向上及びレクリエーシ

ョンに関する事業、イ．虚弱な高齢者を対象とした介護予防、ウ．

団塊世代の利用促進に資する取組み、エ．利用者の自主活動に対す

る活動の場の提供、オ、入浴事業（実施できない施設を除く。）、 

カ．運営委員会の設置・運営、キ．生活相談事業） ②利用の許可

に関する業務 ③利用者意見等の把握に関する業務 ④セルフモニ

タリング、本市が行うモニタリング、評価に必要な書類の作成及び

提出に関する業務 ⑤施設等の維持管理に関する業務 ⑥いこいの

家の備品等器具の管理及びこれらの使用に関する業務 ⑦管理人の

研修に関する業務 ⑧社会資源の活用等に関する業務 ⑨安全管理

に関する業務 ⑩個人情報の保護に関する業務 ⑪運営の透明性、

説明責任、苦情処理等に関する業務 ⑫本市及び本市が事業を委託

した団体が実施する事業への協力、支援に関する業務 ⑬災害時の

対応に関する業務 ⑭合築施設である場合の調整に関する業務 ⑮

福祉事務所・地域包括支援センターとの連携 ⑯地域交流スペース

の運用に関する業務（御幸老人いこいの家に限る。） ⑰その他 

(5) 現在の管理者 

名 称 指定管理者 

川崎市浜町老人いこいの家 

川崎市大師老人いこいの家 

川崎市小田老人いこいの家 

川崎市藤崎老人いこいの家 

川崎市田島老人いこいの家 

川崎市大島老人いこいの家 

川崎市桜本老人いこいの家 

川崎市京町老人いこいの家 

川崎市渡田老人いこいの家 

川崎市殿町老人いこいの家 

住 所 川崎市川崎区砂子一丁目１０番地２ 

名 称 社会福祉法人川崎市川崎区社会福祉協議会 

代表者 会長 冨田 順人 



川崎市日吉老人いこいの家 

川崎市南河原老人いこいの家 

川崎市下平間老人いこいの家 

川崎市古市場老人いこいの家 

川崎市小倉老人いこいの家 

川崎市御幸老人いこいの家 

住 所 川崎市幸区戸手本町一丁目１１番地５ 

名 称 社会福祉法人川崎市幸区社会福祉協議会 

代表者 会長 佐藤 忠次 

川崎市ごうじ老人いこいの家 

川崎市等々力老人いこいの家 

川崎市中丸子老人いこいの家 

川崎市新城老人いこいの家 

川崎市西加瀬老人いこいの家 

川崎市井田老人いこいの家 

川崎市丸子多摩川老人いこいの家 

住 所 川崎市中原区今井上町３４番地 

名 称 社会福祉法人川崎市中原区社会福祉協議会 

代表者 会長 青木 英光 

川崎市高津老人いこいの家 

川崎市上作延老人いこいの家 

川崎市子母口老人いこいの家 

川崎市末長老人いこいの家 

川崎市梶ケ谷老人いこいの家 

川崎市東高津老人いこいの家 

川崎市くじ老人いこいの家 

住 所 川崎市高津区溝口一丁目６番１０号 

名 称 社会福祉法人川崎市高津区社会福祉協議会 

代表者 会長 斉藤 二郎 

川崎市平老人いこいの家 

川崎市有馬老人いこいの家 

川崎市野川老人いこいの家 

川崎市白幡台老人いこいの家 

川崎市鷲ケ峰老人いこいの家 

住 所 川崎市宮前区宮崎二丁目６番地１０

名 称 社会福祉法人川崎市宮前区社会福祉協議会

代表者 会長 浮岳 仁

川崎市登戸老人いこいの家 

川崎市菅老人いこいの家 

川崎市錦ケ丘老人いこいの家 

川崎市長尾老人いこいの家 

川崎市枡形老人いこいの家 

川崎市中野島老人いこいの家 

住 所 川崎市多摩区登戸１７６３番地 

名 称 社会福祉法人川崎市多摩区社会福祉協議会 

代表者 会長 田嶋 郁雄 



川崎市南菅老人いこいの家 住 所 川崎市多摩区登戸１７６３番地 

名 称 社会福祉法人川崎市多摩区社会福祉協議会 

代表者 会長 田嶋 郁雄 

川崎市王禅寺老人いこいの家 

川崎市片平老人いこいの家 

川崎市千代ケ丘老人いこいの家 

川崎市白山老人いこいの家 

川崎市麻生老人いこいの家 

川崎市岡上老人いこいの家 

川崎市百合丘老人いこいの家 

住 所 川崎市麻生区万福寺一丁目２番２号

名 称 社会福祉法人川崎市麻生区社会福祉協議会

代表者 会長 森 政

(6) 現在の管理運営費 

（平成25年度指定管理料）

① 川崎区（１０か所） ２８，５６４，４９９円 

② 幸 区 （６か所） １７，９５８，２１９円   

③ 中原区 （７か所） ２０，５５１，６２２円 

④ 高津区 （７か所） ２１，５８９，８５１円 

⑤ 宮前区 （５か所） １３，９７７，９２８円 

⑥ 多摩区 （７か所） ２０，４７０，９７７円 

⑦ 麻生区 （７か所） ２１，０２７，２７０円 

２ 指定管理者となる団体の概要

(1) 第１グループ老人いこいの家（川崎区 １０か所） 

名   称 社会福祉法人川崎市川崎区社会福祉協議会 

所 在 地 川崎市川崎区砂子一丁目１０番地２ 

代表者名  会長 冨田 順人 

設立年月  平成８年４月 

基本財産  

又は資本の額 
５，７７７万８，６５７円 

職 員 数 

又は従業員数 
職員３０人 

設立目的  川崎市川崎区における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健

全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図る

ことを目的とする。 

事業概要  
（平成２４年度） 

 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び

助成 

から のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために



必要な事業 

 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 

 共同募金事業への協力 

 ボランティア活動の振興 

 川崎市福祉パルかわさきの受託経営  

 ホームヘルプ事業 

 川崎市老人いこいの家指定管理者（１０か所） 

 川崎市日進町老人福祉センター指定管理者 

 川崎区あんしんセンター事業（日常生活自立支援事業） 

 その他この法人の目的達成のため必要な事業 

決   算 
（平成２４年度） 

経常収入計(1)                                        126,284,304円 

経常支出計(2)                                        121,666,452円 

経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)             4,617,852円 

施設整備等収入(4)                        0円 

施設整備等支出(5)                    141,750円 

施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)             △141,750円 

財務収入計(7)                         0円 

財務支出計(8)                       2,127円 

財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)             △2,127円 

予備費(10)                           0円 

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)          4,473,975円 

前期末支払資金残高(12)                37,385,277円 

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)           41,859,252円 

(2) 第２グループ老人いこいの家（幸区 ６か所） 

名   称 社会福祉法人川崎市幸区社会福祉協議会 

所 在 地 川崎市幸区戸手本町一丁目１１番地５ 

代表者名  会長 佐藤 忠次 

設立年月  平成８年４月 

基本財産  

又は資本の額 
５，８７１万３，６６１円 

職 員 数 

又は従業員数 
職員３９人 

設立目的  川崎市幸区における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全

な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図るこ

とを目的とする。 

事業概要  
（平成２４年度） 

 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び

助成 

から のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために

必要な事業 

 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 

 共同募金事業への協力 

 ボランティア活動の振興 

 川崎市福祉パルさいわいの受託経営 



 ホームヘルプ事業 

 川崎市老人いこいの家指定管理者（６か所） 

 川崎市さいわい健康福祉プラザ指定管理者 

 さいわいデイサービスセンターの管理・経営 

 川崎市小学校ふれあいデイサービス事業の受託経営 

 幸区あんしんセンター事業（日常生活自立支援事業） 

 その他この法人の目的達成のため必要な事業 

決   算 
（平成２４年度） 

経常収入計(1)                                         197,666,488円 

経常支出計(2)                                         208,772,509円 

経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)            △11,106,021円 

施設整備等収入(4)                     770,870円 

施設整備等支出(5)                   10,944,980円 

施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)            △10,174,110円 

財務収入計(7)                          0円 

財務支出計(8)                        9,755円 

財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)              △9,755円 

予備費(10)                            0円 

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)         △21,289,886円 

前期末支払資金残高(12)                 42,085,260円 

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)            20,795,374円 

(3) 第３グループ老人いこいの家（中原区 ７か所） 

名   称 社会福祉法人川崎市中原区社会福祉協議会 

所 在 地 川崎市中原区今井上町３４番地 

代表者名  会長 青木 英光 

設立年月  平成８年４月 

基本財産  

又は資本の額 
１億２，４６６万９，６９８円 

職 員 数 

又は従業員数 
職員２７人 

設立目的  川崎市中原区における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健

全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図る

ことを目的とする。 

事業概要  
（平成２４年度） 

 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び

助成 

から のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために

必要な事業 

 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 

 共同募金事業への協力 

 ボランティア活動の振興 

 川崎市福祉パルなかはらの受託経営 

 ホームヘルプ事業 

 川崎市老人いこいの家指定管理者（７か所） 

 中原区あんしんセンター事業（日常生活自立支援事業） 



 川崎市中原老人福祉センター指定管理者 

 その他この法人の目的達成のため必要な事業 

決   算 
（平成２４年度） 

経常収入計(1)                                         119,308,455円 

経常支出計(2)                                         113,206,135円 

経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)              6,102,320円 

施設整備等収入(4)                        0円 

施設整備等支出(5)                        0円 

施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)                  0円 

財務収入計(7)                          0円 

財務支出計(8)                         193円 

財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)               △193円 

予備費(10)                            0円 

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)           6,102,127円 

前期末支払資金残高(12)                 84,796,266円 

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)            90,898,393円 

(4) 第４グループ老人いこいの家（高津区 ７か所） 

名   称 社会福祉法人川崎市高津区社会福祉協議会 

所 在 地 川崎市高津区溝口一丁目６番１０号 

代 表 者 名 会長 斉藤 二郎 

設 立 年 月 平成８年４月 

基 本 財 産 

又は資本の額 
４，０９４万３，５８６円 

職 員 数 

又は従業員数 
職員２９人 

設 立 目 的 川崎市高津区における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健

全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図る

ことを目的とする。 

事 業 概 要 
（平成２４年度） 

 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び

助成 

から のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために

必要な事業 

 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 

 共同募金事業への協力 

 ボランティア活動の振興 

 川崎市福祉パルたかつの受託経営 

 ホームヘルプ事業 

 川崎市老人いこいの家指定管理者（７か所） 

 川崎市高津老人福祉・地域交流センター指定管理者 

 高津区あんしんセンター事業（日常生活自立支援事業） 

 その他この法人の目的達成のため必要な事業 

決   算 
（平成２４年度） 

経常収入計(1)                                         132,088,287円 

経常支出計(2)                                         130,752,941円 

経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)              1,335,346円 



施設整備等収入(4)                        0円 

施設整備等支出(5)                         0円 

施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)                  0円 

財務収入計(7)                      4,300,798円 

財務支出計(8)                       4,053,791円 

財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)              247,007円 

予備費(10)                            0円 

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)           1,582,353円 

前期末支払資金残高(12)                 18,969,708円 

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)            20,552,061円 

(5) 第５グループ老人いこいの家（宮前区 ５か所） 

名   称 特定非営利活動法人有馬まちづくりサポートセンターカンアオイ 

所 在 地 川崎市宮前区東有馬二丁目５番２１号 

代 表 者 名 理事長 工藤 正興 

設 立 年 月 平成２０年４月 

基 本 財 産 

又は資本の額 
４５８万１６３円 

職 員 数 

又は従業員数 
職員２人 

設 立 目 的 川崎市民に対して、市民利用の施設等の運営管理に関する事業を行い、当該

事業を通じ地域交流、まちづくり等の支援を行い公益の増進に寄与すること

を目的とする。 

事 業 概 要 
（平成２４年度） 

地域コミュニティの推進事業 

決   算 
（平成２４年度） 

経常収益計(1)                                           455,568円 

経常費用計(2)                                          1,135,801円 

当期経常増減額(3)=(1)-(2)                 △680,233円 

当期経常外収益(4)                    4,433,708円 

当期正味財産増減額(5)=(3)+(4)               3,753,475円 

前期繰越正味財産額(6)                        826,688円 

次期繰越正味財産額(7)=(5)+(6)                   4,580,163円 

(6) 第６グループ老人いこいの家（多摩区 ７か所） 

名   称 社会福祉法人川崎市多摩区社会福祉協議会 

所 在 地 川崎市多摩区登戸１７６３番地 

代表者名  会長 田嶋 郁雄 

設立年月  平成８年４月 

基本財産  

又は資本の額 
３，５７２万１，４８０円 

職 員 数 

又は従業員数 
職員３２人 

設立目的  川崎市多摩区における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健

全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図る

ことを目的とする。 

事業概要    社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 



（平成２４年度）  社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び

助成 

から のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために

必要な事業 

 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 

 共同募金事業への協力 

 ボランティア活動の振興 

 川崎市福祉パルたまの受託経営 

 ホームヘルプ事業 

 川崎市老人いこいの家指定管理者（７か所） 

 多摩区あんしんセンター事業（日常生活自立支援事業） 

 その他この法人の目的達成のため必要な事業 

決   算 
（平成２４年度） 

経常収入計(1)                                          63,169,671円 

経常支出計(2)                                          61,324,304円 

経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)              1,845,367円 

施設整備等収入(4)                        0円 

施設整備等支出(5)                     162,750円 

施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)              △162,750円 

財務収入計(7)                          0円 

財務支出計(8)                        4,997円 

財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)              △4,997円 

予備費(10)                            0円 

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)           1,677,620円 

前期末支払資金残高(12)                 11,125,410円 

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)            12,803,030円 

(7) 第７グループ老人いこいの家（麻生区 ７か所） 

名   称 社会福祉法人川崎市麻生区社会福祉協議会 

所 在 地 川崎市麻生区万福寺一丁目２番２号 

代表者名  会長 森 政

設立年月  平成８年４月 

基本財産  

又は資本の額 
７，１９０万４，５９２円 

職 員 数 

又は従業員数 
職員２８人 

設立目的  川崎市麻生区における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健

全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図る

ことを目的とする。 

事業概要  
（平成２４年度） 

 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び

助成 

から のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために

必要な事業 

 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 



 共同募金事業への協力 

 ボランティア活動の振興 

 川崎市福祉パルあさおの受託経営 

 ホームヘルプ事業 

 川崎市老人いこいの家指定管理者（７か所） 

 川崎市麻生老人福祉センター指定管理者 

 麻生区あんしんセンター事業（日常生活自立支援事業） 

 その他この法人の目的達成のため必要な事業 

決   算 
（平成２４年度） 

経常収入計(1)                                         112,097,804円 

経常支出計(2)                                         111,738,171円 

経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)               359,633円 

施設整備等収入(4)                        0円 

施設整備等支出(5)                     499,800円 

施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)              △499,800円 

財務収入計(7)                          0円 

財務支出計(8)                          0円 

財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                 0円 

予備費(10)                            0円 

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)           △140,167円 

前期末支払資金残高(12)                 10,513,759円 

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)            10,373,592円 

３ 指定期間 

平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

※浜町老人いこいの家については、平成２６年度末に廃止する方向で、地元調整及び所要の 

手続きを進めているため、施設を廃止する効力が発生した時点で、指定管理者の指定を終 

了する。 

※等々力老人いこいの家については、平成３０年度から、等々力硬式野球場への複合化を予 

定しているため、指定期間を等々力緑地再編整備計画に基づき、平成２６年４月１日か

ら平成３０年３月３１日まで（４年間）とする。 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

(1) 社会福祉法人川崎市川崎区社会福祉協議会【川崎区】 

項  目 事業内容 
施設の管理・運営

の方針について 
・地域に根ざした管理運営を、地域福祉推進を目的とする本会組織の特徴を

活かし、地域住民との協働により実施するよう努めます。具体的には、 

〇高齢者が安心して利用できるよう、常に健全、かつ明朗な雰囲気を保ち、

秩序を維持するよう努めます。 

〇魅力ある多彩な講座・行事等の企画について検討し実施します。 

〇地域拠点施設として、住民や関係機関・施設との協働体制を構築します。

〇その他、高齢者の心身増進を図るための事業を実施します。 
管理経費の縮減に

対する取組につい

て 

・軽易な清掃や修繕については業者委託をせず、運営委員や利用者の協力を

得たり、調整担当を含む職員で対応することにより、材料費等実費のみの

支出にとどめ、業者の出張料・技術料等の縮減に努めます。また、各いこ

いの家での講座内容が重複している場合、その材料・資材については、共



同購入の形態をとり、経費の縮減を図ります。事業ゴミ回収料の軽減につ

いては、利用者や利用団体にはゴミ等の持ち帰りに協力いただくように努

めます。 
セルフモニタリン

グの考え方につい

て 

・いこいの家の適正な管理運営を図るため、事業の全体状況や課題を定期的

に確認・評価を行い、業務改善や事業の充実につなげていくために、管理

人と連携を密にし、セルフモニタリングを行います。 
その他の事業提案 ・社会福祉協議会が地域で社会福祉に関わるさまざまな団体や個人により更 

正されているという特徴を活かし、高齢者の利用施設にとどまらず、地域に

根ざした福祉活動の拠点となるよう多角的、多彩な事業が展開できるよう取

り組んでいきます。特に、現代社会において、「人と人とのつながりの再構

築」を目指す「住民交流拠点施設」（サロン活動等）の推進を、今後の運営

のあり方や方向性につなげます。 

(2) 社会福祉法人川崎市幸区社会福祉協議会【幸 区】 

項  目 事業内容 
施設の管理・運営

の方針について 
・地域に即した形で地域住民と協働して管理運営を実施します。具体的には、

〇高齢者の健康増進や生きがいづくりを基調とした日常利用の推進に努め

ます。 

〇地区社会福祉協議会、ボランティアグループなどが実施するリハビリ教

室・会食会等の小地域福祉活動、川崎市介護予防普及啓発事業「いこい元

気広場」を支援することにより、利用者が孤立することのないよう、地域

づくりの支援に努めます。 

〇地域に開かれた施設として、運営委員会を主体とした「老人いこいの家ま

つり」を開催し、利用者の日頃の活動の成果を発表するとともに、世代を

超えた地域住民との交流を図ります。 
管理経費の縮減に

対する取組につい

て 

・利用者や団体利用で出るゴミ等の持ち帰りを極力お願いするように努めま

す。また、使用していない部屋の消灯に努めるとともに、夏季期間につい

ては、「緑のカーテン大作戦」において、光熱費の縮減に努めます。 
セルフモニタリン

グの考え方につい

て 

・安定的な運営が行えるよう、半期ごとのセルフモニタリングを実施すると

ともに、アンケート調査の実施など、利用者との会話を活かした事業展開

を図ります。 
その他の事業提案 ・利用者からの情報を常に聴取し、講座や行事などの要望が多数寄せられた 

場合は、運営委員会で協議し、新規事業の実施に向けた検討に努めます。 

また、平成２５年度から実施している川崎病院主催の「かわさき健康塾」 

への会場支援、地域包括支援センターとの相談会の開催、これからの地域 

を担っていただく地域活動リーダーの養成、さらに、川崎市が進めている 

生活保護世帯の学習支援・居場所づくり事業への協力など、介護予防の拠 

点施設のみならず、地域活動の拠点施設としての位置づけを確立していき 

ます。 

(3) 社会福祉法人川崎市中原区社会福祉協議会【中原区】 

項  目 事業内容 
施設の管理・運営

の方針について 
・「川崎市老人いこいの家条例」及び「施行規則」を遵守し、条例で定められ

 ている「老人に対し、健全ないこいの場を提供し、老人の心身の健康増進 

を図る」という目的のために、適切な管理運営に努めます。 



管理経費の縮減に

対する取組につい

て 

・ゴミの持ち帰りの徹底、利用していない部屋の消灯等の節電に努め、衛生

用品等の消耗品は一括購入により経費縮減に努めます。また、エアコン等

の電化製品で購入後年数を経ているものは、消費電力が大きい場合もある

ので、適宜、新しい消費電力の少ないものに買い替えを行うように努めま

す。 
セルフモニタリン

グの考え方につい

て 

・上半期のモニタリングチェックシートにより運営状況の把握に努め、問題

点等があれば改善が図られるように努めます。 

その他の事業提案 ・老人いこいの家を地域のコミュニティ施設として利用していくため、高齢 

 者のための施設であることを承知し、利用者に配慮しつつ、地区社会福祉 

協議会が高齢者との交流も目的の一つとして実施する子育てサロンへの会 

場提供を行います。 

(4) 社会福祉法人川崎市高津区社会福祉協議会【高津区】 

項  目 事業内容 
施設の管理・運営

の方針について 
・高齢化や核家族化に伴い、一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯が増加する 

なか、高齢者が地域で孤立することがないようふれあい・交流できる場で 

あること。また、加齢に伴う身体機能の低下を防ぐための取組を実施し、 

高齢者が健康に暮らしていけるよう支援に努めます。 

・幅広い年齢層の高齢者が公平に施設を利用していただくとともに、運営委 

員会などを通じて地域の方の意見を聞きながら安心安全な施設運営に努め 

ます。 
管理経費の縮減に

対する取組につい

て 

・消耗品や備品の購入にあたっては安価なものを選択したり、修繕について

は安価で請負業者に発注するなどして、経費の縮減に向けて努めます。教

養講座の実施については、地域活動であることを講師に理解していただき、

必要最低限の経費で実施できるように努めます。 

・教養講座の開催における教材費等が高額にならないように配慮し、実費に

ついては、可能な範囲で参加者に求めるよう努めます。 

 なお、経費の縮減に捉われて、安全面や快適性などが疎かにならないよう

に注意しながら、経費の縮減に努めます。 
セルフモニタリン

グの考え方につい

て 

・セルフモニタリングを行うことにより、運営状況を自己評価し、把握した

課題・問題については改善につなげられるよう努めます。 

その他の事業提案 

(5) 特定非営利活動法人有馬まちづくりサポートセンターカンアオイ【宮前区】 

項  目 事業内容 
施設の管理・運営

の方針について 
・高齢者の健全ないこいの場の提供と健康増進を図ることについて、高齢者 

 が心身ともに心地良く感じる施設の管理・運営に努めます。 

・いこいの家の管理が行政区単位となることを受け、ＩＴの活用と職員会議 

 の充実による情報の共有化を図り、いこいの家を総合的に管理し、いこい 

の家全体のレベルアップと館の間のサービス格差の解消を図り、公平・公 

正なサービスの提供に努めます。 

・区内全域をカバーする施設として、区役所・地域包括支援センターと協力・

連携を図りながら、身近で魅力的な情報基地となるよう努めます。 

・地域交流の拠点として、各種団体の育成や支援を通じ、高い満足度を得る 



ことを目指します。 

・管理人の複数体制により、次の諸点を検討に職務を行います。 

 〇非常時において、ゆとりを持った適切な対応に努めます。 

 〇利用者と接する時間の充実を図り、虚弱な高齢者に対する介護予防を念

頭に入れたきめ細やかなサービス提供に努めます。 

 〇講座等の企画・運営に職員が関わることで、講座の質の向上と利用者と

のつながりの深化を図ります。 

 〇ボランティア団体、自主活動グループや地域団体へのより良い支援や対

応に努めます。 
管理経費の縮減に

対する取組につい

て 

・いこいの家の管理運営に係る全ての職員は、雇用形態を賃金労働者とし、

人件費全体の支出の抑制を図ります。 

・給与制度は職能給とし、個人の能力・技能、管理運営に対する創意工夫も

評価対象とし、働き甲斐のある職場環境を作ることで、職員の意識向上を

図りつつ、経費の節減を図ります。 

・消耗品や備品等を購入する場合は、原則的には５館共同購入での入札を実

施し、経費の縮減に努めます。 

・講座を実施する際は、受益者負担の考えも取り入れ、講師等は地域住民・

ＮＰＯメンバー・川崎アカデミーの関係者等の協力も得て、リーズナブル

な運営を行い、経費の縮減を図ります。 

・事業については、常に費用対効果を念頭に実施します。 

・節電等の省エネについて、利用者自身にも関心を持っていただくよう啓発

に努めます。 

セルフモニタリン

グの考え方につい

て 

・事業計画に沿った管理運営の実施・実行とその点検・評価を行います。自

己評価については日報・月報の報告書や四半期報告書に記録をし、全管理

人と当法人の共通認識に努めます。 

・当法人の理事が、定期的にいこいの家を訪れ、調査を行い、理事会におい

て自己評価を行います。 

・「利用者満足度調査」や利用者懇談会を行います。その結果を運営委員会

に報告し、自己評価の材料とします。 

・管理運営に対する声を幅広く収集し、より良い施設運営につなげます。 
その他の事業提案 ・自販機設置による販売業務 

・福祉作業所の製品の販売所の設置 

(6) 社会福祉法人川崎市多摩区社会福祉協議会【多摩区】 

項  目 事業内容 
施設の管理・運営

の方針について 
・利用者にとって地域に根ざした施設として、地域の関係者や団体、利用者 

などいこいの家と係わりのある方々と協働し、健全な管理運営に努めます。

具体的には、 

 〇高齢者の自主活動の場の提供に努めます。 

 〇知識や趣味を深める講座の開催に努めます。 

 〇地域住民が主体となって行う高齢者向けの会食会やミニデイサービス等 

への支援に努めます。 

 〇学校等からの福祉教育の場としての受け入れ等を行い、基本方針に沿っ 

  た内容で、常に利用者の声に耳を傾けながら、事業展開を図ります。 

・社会福祉協議会が「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と社会 



福祉法上にて位置付けられた団体であるという観点から、いこいの家の管 

理・運営を通じ、地域に対する責任と信頼に応えられるよう努めます。 
管理経費の縮減に

対する取組につい

て 

・運営面については、管理者が消灯や冷暖房温度の徹底等の節電をはじめ、

節水等を常に心掛けるとともに、利用者にはゴミの持ち帰りの徹底に努め

ます。 

・事業面については、実施講座の内容によって、講座開催時の実費負担を求

め、必要以上の経費をかけることのないように調整を図ります。 
セルフモニタリン

グの考え方につい

て 

・各館に利用者からの意見を集める意見箱を引き続き設置し、常に利用者か

らの声に耳を傾け、課題を迅速に解決する姿勢を第一に、業務に取り組み

ます。 
その他の事業提案 

(7) 社会福祉法人川崎市麻生区社会福祉協議会【麻生区】 

項  目 事業内容 
施設の管理・運営

の方針について 
・地域の高齢者の健康、生きがいづくりを進め、老人いこいの家が小地域福 

祉活動などの地域拠点として活用されることを基本方針とします。 

・地域の特性を活かした運営が行えるように、運営委員会等を通じて、地域 

住民の意見の把握や協力の促進に努めます。 

・高齢者の健康増進や生きがいづくりに重点をおいた教養の向上の事業を開 

催し、住民が主体となり実施する会食会活動や配色活動等の小地域福祉活 

動の場を提供し、支援することを努めます。 

・利用者を含む地域住民の交流が深まり、コミュニティづくりにつながるよ 

 う、地域に開かれた施設の活用に努めます。 
管理経費の縮減に

対する取組につい

て 

・消耗品や備品の購入にあたっては、安価なものを選択したり、修繕につい

ては、安価で請負業者に発注するなどして、経費の縮減に努めます。教養

の向上に向けた事業の実施については、地域の福祉活動であることを講師

に理解していただき、ボランティア精神で引き受けていただき、必要最低

限の経費で実施できるように協力を求めます。 

・教材費等については、実費相当の範囲で参加者に負担を求めます。なお、

経費の縮減に捉われて、安全面や快適性などが疎かにならないように、注

意しながら経費の縮減に努めます。 
セルフモニタリン

グの考え方につい

て 

・セルフモニタリングを行うことにより、運営状況を自己評価し、把握した

課題・問題については改善につなげられるように努めます。 

その他の事業提案 

６ 収支計画 

(1) 第１グループ老人いこいの家（川崎区 １０か所）          （単位：千円） 

項 目 
金額（税抜き) 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 合 計 

 収  入 ５６，７６７ ５６，７６７ ５６，７６７ ５６，７６７ ５６，７６７ ２８３，８３５ 

 指定管理料 ５６，７６７ ５６，７６７ ５６，７６７ ５６，７６７ ５６，７６７ ２８３，８３５ 

 利用料金  ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 その他の収入 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

支  出 ５６，７６７ ５６，７６７ ５６，７６７ ５６，７６７ ５６，７６７ ２８３，８３５ 



(2) 第２グループ老人いこいの家（幸区 ６か所）            （単位：千円） 

項 目 
金額（税抜き) 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 合 計 

 収  入 ３５，３４６ ３５，３４８ ３５，３４８ ３５，３４８ ３５，３４８ １７６，７３８ 

 指定管理料 ３５，３４６ ３５，３４８ ３５，３４８ ３５，３４８ ３５，３４８ １７６，７３８ 

 利用料金  ０ ０ ０ ０ ０  

 その他の収入 ０ ０ ０ ０ ０  

支  出 ３５，３４６ ３５，３４８ ３５，３４８ ３５，３４８ ３５，３４８ １７６，７３８ 

(3) 第３グループ老人いこいの家（中原区 ７か所）           （単位：千円） 

項 目 
金額（税抜き) 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 合 計 

 収  入 ４１，３３２ ４１，３３２ ４１，３３２ ４１，３３２ ３５，９４０ ２０１，２６８ 

 指定管理料 ４１，３３２ ４１，３３２ ４１，３３２ ４１，３３２ ３５，９４０ ２０１，２６８ 

 利用料金  ０ ０ ０ ０ ０  

 その他の収入 ０ ０ ０ ０ ０  

支  出 ４１，３３２ ４１，３３２ ４１，３３２ ４１，３３２ ３５，９４０ ２０１，２６８ 

(4) 第４グループ老人いこいの家（高津区 ７か所）           （単位：千円） 

項 目 
金額（税抜き) 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 合 計 

 収  入 ４１，１４４ ４１，１４７ ４１，１４７ ４１，１４５ ４１，１４６ ２０５，７２９ 

 指定管理料 ４１，１４４ ４１，１４７ ４１，１４７ ４１，１４５ ４１，１４６ ２０５，７２９ 

 利用料金  ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 その他の収入 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

支  出 ４１，１４４ ４１，１４７ ４１，１４７ ４１，１４５ ４１，１４６ ２０５，７２９ 

(5) 第５グループ老人いこいの家（宮前区 ５か所）           （単位：千円） 

項 目 
金額（税抜き) 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 合 計 

 収  入 ２７，４５５ ２７，４５５ ２７，４５５ ２７，４５５ ２７，４５５ ２７，４５５ 

 指定管理料 ２７，４５５ ２７，４５５ ２７，４５５ ２７，４５５ ２７，４５５ ２７，４５５ 

 利用料金  ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 その他の収入 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

支  出 ２７，４５５ ２７，４５５ ２７，４５５ ２７，４５５ ２７，４５５ ２７，４５５ 

(6) 第６グループ老人いこいの家（多摩区 ７か所）           （単位：千円） 

項 目 
金額（税抜き) 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 合 計 

 収  入 ４１，６７５ ４１，６７５ ４１，６７５ ４１，６７５ ４１，６７５ ２０８，３７５ 

 指定管理料 ４１，６７５ ４１，６７５ ４１，６７５ ４１，６７５ ４１，６７５ ２０８，３７５ 

 利用料金  ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 その他の収入 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

支  出 ４１，６７５ ４１，６７５ ４１，６７５ ４１，６７５ ４１，６７５ ２０８，３７５ 



(7) 第７グループ老人いこいの家（麻生区 ７か所）           （単位：千円） 

項 目 
金額（税抜き) 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 合 計 

 収  入 ４０，６３５ ４０，６３５ ４０，６３５ ４０，６３５ ４０，６３５ ２０３，１７５ 

 指定管理料 ４０，６３５ ４０，６３５ ４０，６３５ ４０，６３５ ４０，６３５ ２０３，１７５ 

 利用料金  ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 その他の収入 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

支  出 ４０，６３５ ４０，６３５ ４０，６３５ ４０，６３５ ４０，６３５ ２０３，１７５ 



別紙 

川崎市老人いこいの家の指定管理者の選定結果について 

１ 応募状況 

説明会参加：１０団体 

  応募団体： ８団体  

（１） 第１グループ老人いこいの家（川崎区） 

１団体（社会福祉法人川崎市川崎区社会福祉協議会） 

        （２） 第２グループ老人いこいの家（幸 区） 

             １団体（社会福祉法人川崎市幸区社会福祉協議会） 

        （３） 第３グループ老人いこいの家（中原区） 

１団体（社会福祉法人川崎市中原区社会福祉協議会） 

        （４） 第４グループ老人いこいの家（高津区） 

１団体（社会福祉法人川崎市高津区社会福祉協議会） 

        （５） 第５グループ老人いこいの家（宮前区） 

            ２団体（社会福祉法人川崎市宮前区社会福祉協議会、特定非営利活動

法人有馬まちづくりサポートセンターカンアオイ）

        （６） 第６グループ老人いこいの家（多摩区） 

１団体（社会福祉法人川崎市多摩区社会福祉協議会） 

（７） 第７グループ老人いこいの家（麻生区） 

１団体（社会福祉法人川崎市麻生区社会福祉協議会） 

２ 民間活用推進委員会委員

（１） 平成２５年１０月１５日（川崎区、幸区、中原区） 

    ・委員構成 （委員長）小林 俊子（田園調布学園大学（教授）） 

          （委 員）本所 靖博（明治大学（専任講師）） 

（委 員）林  克年（公認会計士） 

（２） 平成２５年１０月１８日（高津区、宮前区、多摩区、麻生区） 

    ・委員構成 （委員長）圷  洋一（日本女子大学（准教授）） 

          （委 員）村井 祐一（田園調布学園大学（教授）） 

（委 員）林  克年（公認会計士） 

３ 選定理由

（１）第１～第４及び第６～第７グループ老人いこいの家 

   選定された団体の提案は、仕様書に定めた標準的な条件を満たす提案がなされ、事業内容

や収支計画も妥当であること、また、安定的な施設運営が見込まれるとともに、高齢者福祉

に寄与する点でも期待を持てるものであり、次に掲げる事項を総合的に評価して、当該団体

を選定した。 

ア 事業目的の達成とサービス向上への取組 

    当該事業の目的や仕様等を十分理解した上で、虚弱高齢者の介護予防に資する取組や、 

団塊世代の利用促進に資する取組を評価した。 

イ 事業経営計画と管理経費縮減等の取組 

    事業計画と整合性が取れた経費見積となっているところを評価した。 

ウ 事業の安定性及び継続性の確保への取組 

    セルフモニタリングについての考え方や事業を安定的に執行するための職員体制の提案 

が適切であることを評価した。 

エ 応募団体自身に関する項目 



老人いこいの家や老人福祉センターを指定管理者として管理運営している実績があり、 

   それらの運営実績を踏まえた提案がなされたところを評価した。 

オ 応募団体の取組に関する事項 

コンプライアンス、個人情報保護への認識が示されているとともに、社会福祉に対する 

諸課題への取組が提案されているところを評価した。 

（２）第５グループ老人いこいの家 

   選定された団体の提案は、仕様書に定めた標準的な条件を満たす提案がなされ、事業計画

が妥当であると同時に、収支計画や情報の公開に関する考え方など、他の応募団体を上回る

提案がなされていること、また、事業の安定性・継続性への取組が明確に示されているとと

もに、高齢者福祉に寄与する点でも期待を持てるものであり、次に掲げる事項を総合的に評

価して、当該団体を選定した。 

ア 事業目的の達成とサービス向上への取組 

    当該事業の目的や仕様等を十分理解した上で、情報の公開に関する考え方、施設の団体

利用に関する申込方法など、他の応募団体にはない事業提案がなされていたことを評価し

た。 

イ 事業経営計画と管理経費縮減等の取組 

    他の応募団体と比較して、効率的な施設運営と管理経費縮減に対する考え方・方針がよ

り明確に示されていたことを評価した。 

ウ 事業の安定性及び継続性の確保への取組 

    セルフモニタリングについての考え方や主体的な業務改善に向けた取組が、他の応募団

体と比較して、より明確に示されていたことを評価した。 

エ 応募団体自身に関する項目 

    事業者の運営方針等から、当該施設の安定的な管理が可能であると見込まれることを評

価した。 

オ 応募団体の取組に関する事項 

   コンプライアンス、個人情報保護への認識が示されているとともに、社会福祉に対する諸

課題への取組が提案されているところを評価した。 

４ 審査結果（※基準点３６０点以上） 

（１）第１グループ老人いこいの家（川崎区） 

選定基準 配点 
社会福祉法人 

川崎市川崎区社会福祉協議会 

①事業目的の達成とサー

ビスの向上への取組 
２４０点 １４４点

②事業経営計画と管理経

費縮減等への取組 
１８０点 １０８点

③事業の安定性・継続性の

確保への取組 
９０点 ５２点

④応募団体自身に関する

項目 
６０点 ４３点

⑤応募団体の取組に関す

る事項 
３０点 １９点

合  計 ６００点 ３６６点



（２）第２グループ老人いこいの家（幸 区） 

選定基準 配点 
社会福祉法人 

川崎市幸区社会福祉協議会 

①事業目的の達成とサー

ビスの向上への取組 
２４０点 １４８点

②事業経営計画と管理経

費縮減等への取組 
１８０点 １１７点

③事業の安定性・継続性の

確保への取組 
９０点 ５０点

④応募団体自身に関する

項目 
６０点 ３９点

⑤応募団体の取組に関す

る事項 
３０点 １８点

合  計 ６００点 ３７２点

（３）第３グループ老人いこいの家（中原区） 

選定基準 配点 
社会福祉法人 

川崎市中原区社会福祉協議会 

①事業目的の達成とサー

ビスの向上への取組 
２４０点 １４０点

②事業経営計画と管理経

費縮減等への取組 
１８０点 １１４点

③事業の安定性・継続性の

確保への取組 
９０点 ５０点

④応募団体自身に関する

項目 
６０点 ４１点

⑤応募団体の取組に関す

る事項 
３０点 １９点

合  計 ６００点 ３６４点

（４）第４グループ老人いこいの家（高津区） 

選定基準 配点 
社会福祉法人 

川崎市高津区社会福祉協議会 

①事業目的の達成とサー

ビスの向上への取組 
２４０点 １５２点

②事業経営計画と管理経

費縮減等への取組 
１８０点 １１５点

③事業の安定性・継続性の

確保への取組 
９０点 ５６点

④応募団体自身に関する

項目 
６０点 ４３点

⑤応募団体の取組に関す

る事項 
３０点 ２０点

合  計 ６００点 ３８６点



（５）第５グループ老人いこいの家（宮前区） 

選定基準 配点 
特定非営利活動法人 

有馬まちづくりサポート 

センター カンアオイ 

社会福祉法人 

川崎市宮前区社会福祉協議会

①事業目的の達成とサー

ビスの向上への取組 
２４０点 １７１点 １５４点

②事業経営計画と管理経

費縮減等への取組 
１８０点 １１６点 １１１点

③事業の安定性・継続性の

確保への取組 
９０点 ６４点 ５６点

④応募団体自身に関する

項目 
６０点 ３３点 ４５点

⑤応募団体の取組に関す

る事項 
３０点 １９点 ２０点

合  計 ６００点 ４０３点 ３８６点

（６）第６グループ老人いこいの家（多摩区） 

選定基準 配点 
社会福祉法人 

川崎市多摩区社会福祉協議会 

①事業目的の達成とサー

ビスの向上への取組 
２４０点 １５２点

②事業経営計画と管理経

費縮減等への取組 
１８０点 １１７点

③事業の安定性・継続性の

確保への取組 
９０点 ５８点

④応募団体自身に関する

項目 
６０点 ４３点

⑤応募団体の取組に関す

る事項 
３０点 ２０点

合  計 ６００点 ３９０点

（７）第７グループ老人いこいの家（麻生区） 

選定基準 配点 
社会福祉法人 

川崎市麻生区社会福祉協議会

①事業目的の達成とサー

ビスの向上への取組 
２４０点 １５６点

②事業経営計画と管理経

費縮減等への取組 
１８０点 １２０点

③事業の安定性・継続性の

確保への取組 
９０点 ５６点

④応募団体自身に関する

項目 
６０点 ４２点

⑤応募団体の取組に関す

る事項 
３０点 ２０点

合  計 ６００点 ３９４点



議案第１８５号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 川崎市久末老人デイサービスセンター 

(2) 所在地 川崎市高津区久末４５３番地 

(3) 設置条例 川崎市久末老人デイサービスセンター設置条例 

(4) 設置目的 体の機能が衰えた人が昼間の数時間を施設で過ごして、食事や入浴、

健康チェック、リハビリ等を受けることを目的とした施設 

(5) 施設の事業内容 （介護予防）通所介護事業、（介護予防）認知症対応型通所介護、居

宅介護支援事業 

(6) 現在の管理者 （福）和楽会 

(7) 現在の管理運営費 ０円 

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 社会福祉法人 奉優会 

所 在 地 東京都世田谷区駒沢二丁目１１番３号第二集花園ビル 

代 表 者 名 理事長 香取 眞惠子 

設 立 年 月 平成１１年１１月１５日 

基 本 財 産 

又は資本の額 
２５億８，３０６万６，０１１円 

職 員 数 

又は従業員数 
１，０６３人 

設 立 目 的 顧客満足を得ることや、潜在的な利用者ニーズを社会のシステムとして具体

化し、社会のニーズや「夢」を実現することを通して、広く社会に貢献してい

くことが必要であると考え、社会の新しいニーズ（ソーシャル・ニーズ）を見

つけ出し、それに対応する力（ソーシャルワーカーズ・アビリティ）を磨き、

社会貢献を通じて法人の社会的責任を担う（ソーシャル・レスポンシビリティ）、

これらの３点を融合させながら、社会全体のニーズを満たすこととのできる法

人を目指している。 

事 業 概 要 

（平成２４年

度） 

特別養護老人ホーム（３） 

ケアハウス（１） 

短期入所生活介護（５）※

通所介護（１４）※ 

訪問介護（１）※ 

認知症対応型共同生活介護（４）※ 

小規模多機能型居宅介護（４）※

認知症対応型通所介護（６）※

地域包括支援センター（９） 

居宅介護支援事業所（５） 

高齢者福祉センター等（８） 

敬老館等（３） 

横浜市地域ケアプラザ（１） 

※予防を含む 

決   算 
（平成２４年度） 

経常活動収入計①                                     4,449,857,008円 

経常活動支出計②                                     4,315,268,947円 

経常活動資金収支差額③=①-②                           134,588,061円 

施設整備等収入計④                                      44,424,829円 



施設整備等支出計⑤                                     108,324,777円 

施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤                        △63,899,948円 

財務活動等収入計⑦                                     232,953,788円 

財務活動等支出計⑧                                     340,601,370円 

財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧                         △107,647,582円 

予備費⑩                                                         0円 

当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩                    △36,959,469円 

前期末支払資金残高⑫                                   754,290,751円 

当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫                             717,331,282円 

３ 指定期間 

平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

項  目 事業内容 

施設運営 通所介護事業※

認知症対応型通所介護※

居宅介護支援事業

※介護予防含む 

その他の事業提

案 

買い物サービス、配食サービス等 

６ 収支計画                               (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 合 計 

 収  入 ７６，４２８ ９２，５２６ ９６，４５９ １０１，９３１ １０７，３１９ ４７４，６６３ 

 指定管理料 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 利 用 料 金 ７６，４２８ ９２，５２６ ９６，４６０ １０１，９３２ １０７，３１９ ４７４，６６３ 

 その他の収入 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

支  出 ７８，９１７ ８３，２６５ ８３，６５２ ８３，６５２ ８５，９６８ ４１５，４５４ 



別紙 

川崎市久末老人デイサービスセンターの指定管理者の選定結果について 

１ 応募状況 

 施設見学：１団体 

 応募団体：２団体 社会福祉法人 奉優会 

           社会福祉法人 和楽会 

２ 民間活用推進委員会委員 

  【学識経験者】峯尾 武巳（神奈川県立保健福祉大学 教授）

【専門的知識を有するもの】島田 珠美（川崎市介護支援専門員連絡会 役員）

【財務専門家】林  克年（公認会計士）

３ 選定理由

選定された団体の提案は、条例及び条例施行規則に定められた管理の基準を満たす提案がなさ

れ、事業計画が妥当であると同時に、取り組み内容やその目標数値が示されている等、他の応募

団体を上回る提案がなされている。

また、当該施設の管理を行うにふさわしい団体の理念及び組織や安定した財政基盤、蓄積され

た実績を有し、高齢者福祉に寄与する点でも期待が持てるものであり、上記の評価項目の結果を

総合的に評価して、当該団体を選定した。

（１）事業目的の達成とサービスの向上への取組 

当該施設の設置目的を充分理解したうえで、同法人におけるこれまでの運営実績を活かした

具体的な事業計画が提案されていることを評価した。 

（２）事業経営計画と管理経費縮減等への取組 

効率的な施設運営と管理経費に対する考え方・方針が明確に示されており、事業計画と整合

がとれた収支計画となっていたことを評価した。 

（３）事業の安定性・継続性の確保への取組 

職員の資質向上に向けた取り組みの他、事業ビジョンや地域のニーズに沿ったサービス内容

が明確に示されていた点を評価した。 

（４）応募団体自身についての評価 

高齢者施設の管理を行うにふさわしい理念及び組織を有していることや、安定した財政基盤を

有すること等、同法人の同種施設の運営実績から、安定的な施設運営が見込まれることを評価し

た。 

（５）応募団体の取組 

法人にて個人情報保護規定を定め、個人情報の管理体制や安全性確保のための取組が具体的に

提案されていたこと等を評価した。 



４ 審査結果（※基準点２７０点以上） 

選定基準 配点 奉優会 和楽会 

① 施設の設置目的の達成及び

サービスの向上 
150点 112点 104点

② 施設機能の発揮と管理経費

の縮減 
150点 98点 112点

③ 事業の安定性及び継続性の

確保への取組 
60点 49点 42点

④ 応募者団体自身に関する項

目 
45点 38点 28点

⑤ 応募団体の取組に関する事

項 
45点 36点 28点

実績評価点 
（標準を0点として、加減点） 

0点

合  計 450点 333点 314点


